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施策１　地域福祉の推進 （2次評価）

Ⅰ
1
Ⅲ

施策推進のための経費【単位：千円】

取組の方向ごとの指標・事業
1 地域福祉活動の推進

○指標
【成果指標１（総合戦略指標18）】
　地域で、住民が互いに支えあっていると感じる市民の割合 (単位：％)

基準値
（H20）

29.2

【業績評価指標１-１】
　ボランティア登録制度（いるかバンク）の登録者数 (単位：人)

基準値
（H25）

788

基本目標 誰もが安全でいきいきと暮らせる安心・福祉都市
政策の基本方向 あたたかい地域福祉社会をつくります
総合戦略の基本目標 定住促進、安全で安心なくらしの確保

事業費 568,864 576,422 592,179 660,510 605,868

めざす姿 ○住民がともに地域で支えあっている。

H25 H26 H27 H28 H29

総事業費 590,720 598,662 613,971 682,686 627,916

人件費 21,856 22,240 21,792 22,176 22,048

　福祉への理解と意識の向上を図るとともに、地域の課題解決に向けて、参加と連携に
より支えあう福祉コミュニティづくりを進めます。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

市民１人あたりコスト
820 828 852 946 870

【単位：円】

Ｂ実績値 30.3 30.6 40.3

達成率 76.1% 74.1%

目標値 39.8 41.3 42.8 44.3 45.8

94.2%

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 858 894 929 964 1,000

Ｂ実績値 701 700 745

達成率 81.7% 78.3% 80.2%
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○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 地域福祉活動推進事業

H
2
9

実
績
等

①市民福祉の集い開催費
満足度が低く（72.7％）、講演内容が市民の関心を得る内容ではなかったことが
要因と考えている。

②社会福祉功労者、福祉作文等入賞者表彰費
児童自らが取り組めるよう周知用のポスターを作成し各学校へ掲示するとともに、
市ホームページのさがみはらキッズに情報を掲載することにより、目標を達成する
ことができ、福祉についてともに考え、見て聞いて知り、参加する機会を提供でき
た。

③社会福祉協議会運営助成金
市社協地域福祉活動計画等推進委員会及び経営基盤強化委員会で出た意見を踏ま
え、Ｈ27年度を始期とする強化発展計画及び財政計画に基づき、人事評価制度の
仕組み作りや寄付金の確保に向けた取組を遂行した。

④福祉コミュニティ形成事業
平成26年度より22地区で実施し、各地区では、交流拠点の設置や、日常的な高齢
者支援の仕組づくり、見守り活動の実施、地域の中で孤立を防ぐ「たまり場」づく
り、地域でのボランティア登録・調整の仕組づくり等、地域の福祉課題に応じた取
組が図られた。

⑤地域福祉推進経費
福祉のまちづくり講演会実施、福祉カレンダー作成、配布、福祉のまちづくり研修
会を実施し、市民への福祉思想の普及啓発を推進することができた。また、地域福
祉推進協議会を予定どおり開催し、地域福祉計画の実施状況について報告を行い、
意見聴取を行うことができた。

⑥地域福祉支援体制推進事業
市内22地区にコミュニティソーシャルワーカーを配置し、1年間で493件の個別
相談に対応した。また、地域で活動する団体の支援に取り組み、地域のネットワー
クづくりを進めた。複合化・複雑化した課題を抱える方や世帯に対して、民生委
員・児童委員や高齢者支援センターなどと連携して、アプローチを行うことで、相
談窓口や地域で活動する団体などの支援に結びつけることができた。
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(2) 民生（児童）委員活動推進事業

2 バリアフリーによる福祉のまちづくりの推進

○指標
【業績評価指標１-２】
　ノンステップバスの導入率 (単位：％)

基準値
（H27）

26.3

H
3
0

目
標
等

①市民福祉の集い開催費
来場者アンケート結果「満足」、「まあ満足」と回答した人の割合：89％

②社会福祉功労者、福祉作文等入賞者表彰費
福祉ポスター、標語及び作文参加者数：1,000人

③社会福祉協議会運営助成金
Ｈ27からＨ31までの5年間を計画期間として新たに策定された、強化発展計画を
着実に遂行し、法人運営基盤の一層の強化を図る。

④福祉コミュニティ形成事業
22地区で実施

⑤地域福祉推進経費
・福祉のまちづくり講演会の実施 1回
・福祉カレンダーの作成、配布
・福祉のまちづくり研修会の開催　1回
・地域福祉推進協議会の開催　4回

⑥地域福祉支援体制推進事業
市社会福祉協議会と連携し、市内22地区にコミュニティソーシャルワーカーを配
置し、個別支援、地域支援に取り組む。

H
2
9

実
績
等

民生委員制度創設100周年の機会を捉え、民生委員・児童委員の役割や活動につ
いて、市各施設・駅等へのポスターの掲出、パネル展の実施、広報さがみはらへの
掲載による啓発活動を行った。
民生委員活動の補佐・協力をする民生委員協力員制度の利用促進を図り、平成29
年度には民生委員協力員を新たに7名委嘱した。

H
3
0

目
標
等

平成31年度一斉改選に向けた準備を進めるとともに、民生委員協力員制度の利用
促進など、民生委員・児童委員の活動しやすい環境づくりを推進する。

　誰もが公共施設・公共交通を快適に利用できるよう、道路・公園や駅などのバリアフ
リー化を進めることにより、福祉のまちづくりの推進に取り組みます。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 26.3 (20.3) 27.1 (21.9) 35.6 (23.6) 44.1 (24.5) 52.5 (26.2)

Ｂ実績値 26.3 27.7 35.1

達成率 100.0% 102.2% 98.6%
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○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) ノンステップバス導入促進事業

所管局ヒアリング事項

★指摘事項・2次評価案

・コミュニティソーシャルワーカーの役割は、市民一人ひとりが抱える問
題が多様化・複雑化するなか、ますます重要になると考えられる一方、本
事業は社会福祉協議会への補助事業であるため、事業の実施状況をしっか
りとフォローしていくことが市の責務である。市民に分かりやすい業績目
標・指標や事業実施のガイドラインを設定することで、その成果を確保
し、継続的な改善を図られたい。
・サロンが地域の人たちの支えあい活動の場として有効に機能している
か、その活動実態・参加者数・利用者の意見などを把握しながら、継続的
な改善を図っていくための取組を検討されたい。また、サロンの運営など
の地域の自主的な活動を促し、支援していく取組を継続されたい。
・本施策の関連する施策は非常に幅広いため、新しく設置された「地域福
祉ネットワーク会議」などを有効に活用し、障害、高齢、子育て、教育な
どの各分野との庁内横断的な取組を進められたい。

2次評価案

Ｂ

（参考）1次評価

Ｂ

H
2
9

実
績
等

本市の導入制度を活用し、13台を導入した。

H
3
0

目
標
等

補助予定台数7台

・コミュニティソーシャルワーカーの取組について、市民に分かりやすい業績目標・指標が
設定できないのか。（相談件数、相談件数のうち解決に向かった件数の割合など）
⇒CSWが相談を受ける件数が増えたことが、地域にとって必ずプラスになるということに
はつながらないこと、事案によって複雑さや困難さが大きく異なることなどから、目標設定
は困難である。
・サロンの設置数は順調に増加しているが、数を増やすだけではなく、サロンの存在や活動
を周知するなど、普段は自ら地域と交流を持たない市民をサロンに呼べるような取組がなさ
れているのか。
⇒地域資源の活用やネットワーク化の推進は、活動場所の確保につなげるものであり、参加
者を増やす取組にまで広げることは困難である。
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施策２　援護を必要とする人の生活安定と自立支援 （2次評価）

Ⅰ
1
Ⅲ

施策推進のための経費【単位：千円】

取組の方向ごとの指標・事業
1 生活の安定と自立に向けた支援

○指標
【成果指標２】
　生活保護を受けている人のうち、自立支援プログラムに参加した人の割合 (単位：％)

基準値
（H20）

7.5

【業績評価指標２-１（総合戦略指標19）】
(単位：％)

基準値
（H25）

45.0

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 生活保護受給者の自立支援事業

基本目標 誰もが安全でいきいきと暮らせる安心・福祉都市
政策の基本方向 あたたかい地域福祉社会をつくります
総合戦略の基本目標 定住促進、安全で安心なくらしの確保

事業費 266,473 381,738 405,750 402,539 401,616

めざす姿 ○援護を必要としていた人が、自立して生活できるようになっている。

H25 H26 H27 H28 H29

総事業費 287,974 413,666 437,826 435,664 434,550

人件費 21,501 31,928 32,076 33,125 32,934

　援護を必要とする人の生活の安定のため、生活相談や緊急援護資金の貸付けなど支援
策の充実を図るほか、関係機関との連携により社会的・経済的な自立を促進します。ま
た、ひとり親家庭などの生活の安定を図るため、自立に向けた支援を進めます。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

市民１人あたりコスト
400 572 607 604 602

【単位：円】

A実績値 19.2 20.1 21.0

達成率 160.0% 167.5%

目標値 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

175.0%

　生活困窮者自立相談支援事業を通じた就労支援により、就職に結びついた人の割合

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 46.0 47.0 48.0 49.0 50.0

A実績値 78.2

H
2
9

実
績
等

就労支援を始めとする14の自立支援プログラムを実施。特に資格期間が短縮した
ことに伴う年金受給支援に注力、約1600人の対象者に確実な受給に向けた支援
を行った。

H
3
0

目
標
等

支援の充実を図るとともに、各種自立支援プログラムへの参加勧奨を行い、より
多くの者の社会的経済的な自立と生活の質の向上を支援する。

47.6 88.8

達成率 170.0% 101.3% 185.0%
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(2) 生活困窮者の自立支援事業

2 生活保護受給世帯の支援

○指標
【成果指標２】（再掲）
　生活保護を受けている人のうち、自立支援プログラムに参加した人の割合 (単位：％)

基準値
（H20）

7.5

【業績評価指標２-２】
　学習支援を行った中学３年生の高校進学率 (単位：％)

基準値
（H25）

96.0

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 生活保護受給者の自立支援事業

H
2
9

実
績
等

自立支援相談窓口による相談支援を核として、個々が抱える課題の把握・整理を
行い、寄り添い型の支援を実施するとともに、相談窓口を有する関係課に個別に
制度周知を行う等、連携体制の構築を進めた。支援プラン作成件数は前年度を下
回ることとなったが、支援により就労に結びついた者は増加する等、一定の成果
は得られた。ホームレス等に対する支援として、巡回相談を毎月実施するととも
に、民間団体との協働により生活の安定と居宅生活への移行を支援した。相談状
況は景気等の外的要因の影響も大きいことから、支援プラン作成件数の増減はあ
る程度容認すべきだが、相談に至っていない者も相当数存在すると考えられる。

H
3
0

目
標
等

引き続き自立支援相談窓口の周知を図るとともに、生活困窮者が抱える多様な課
題に対処できるよう、関係機関等との連携体制の構築を進める。また、ホームレ
ス等の自立を促進するため、生活相談や居宅生活への移行に向けた支援等を実施
する。なお、支援が必要であるにも関わらず実際に支援につながっていない者へ
の対応策について検討を進める。

　生活保護を必要とする世帯に対して、法に基づく適正な保護を実施するとともに、相
談・支援体制の強化を図るなど、制度の充実に向け、必要な取り組みを進めます。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

A実績値 19.2 20.1 21.0

達成率 160.0% 167.5%

目標値 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

175.0%

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0

A実績値 100.0 96.9 100.0

達成率 104.2% 100.9% 104.2%

H
2
9

実
績
等

就労支援を始めとする14の自立支援プログラムを実施。特に資格期間が短縮した
ことに伴う年金受給支援に注力、約1600人の対象者に確実な受給に向けた支援
を行った。

H
3
0

目
標
等

支援の充実を図るとともに、各種自立支援プログラムへの参加勧奨を行い、より
多くの者の社会的経済的な自立と生活の質の向上を支援する。
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所管局ヒアリング事項

★指摘事項・2次評価案

・支援が必要にも関わらず、支援につながらず潜在化している者の把握について、障害・高
齢・子ども若者などの関係部局と連携した取組がなされているか。
⇒支援につながっていない者を発見する仕組みづくりに向け、自立支援相談機関が「地域福
祉ネットワーク会議」に参加し、地域における包括的・総合的な相談支援体制づくりを進め
るなかで対応方法等を検討していく。

・貧困の連鎖を断ち切ることが、将来に向けた本施策の推進において重要
な視点である。子どもたちが生まれた環境に左右されず、いきいきと成長
し活躍できる社会の実現に向け、こども・若者未来局等と連携を図りなが
ら、ひとり親家庭の支援などの推進を図られたい。
・一人ひとりが抱える課題が多様化・複雑化し、経済的給付だけでは課題
の解消が困難であるケースに対応するため、自立支援相談員の資質向上に
努めるとともに、庁内横断的な取組を推進されたい。
・支援につながらず潜在化している者の把握について、障害・高齢・子ど
も若者などの関係部局と連携し、対応方法を検討されたい。
・就労支援による就職後のフォローを行い、離職した場合などの理由を把
握することは、事業の改善を図るうえで極めて重要である。継続的なフォ
ローに向けた取組を早急に実施されたい。

2次評価案

A

（参考）1次評価

A
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施策５　青少年の健全育成 （2次評価）

Ⅰ
4
Ⅱ

施策推進のための経費【単位：千円】

取組の方向ごとの指標・事業
1 青少年の健全育成に向けた活動の推進

○指標
【成果指標7】
　不良行為少年補導人数 (単位：人 )

基準値
（H20）
20,070

【業績評価指標５-１（総合戦略指標15）】
(単位：％)

基準値
（H25）

6.4

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 青少年活動支援事業

基本目標 誰もが安全でいきいきと暮らせる安心・福祉都市
政策の基本方向 障害者がいきいきと暮らせる社会をつくります
総合戦略の基本目標 結婚・出産・子育て環境の充実

事業費 32,055 31,954 32,835 31,004 32,555

めざす姿 ○青少年が健全に過ごしている。

H25 H26 H27 H28 H29

総事業費 64,156 64,619 64,842 63,575 64,938

人件費 32,101 32,665 32,007 32,571 32,383

　青少年の交流・体験の機会や場の充実を図るなど青少年活動を促進します。
　また、青少年指導者などの人材育成を推進するとともに、青少年関係団体の活動の活
性化を促進します。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

市民１人あたりコスト
89 89 90 88 90

【単位：円】

A実績値 3,942 3,276 2,814

達成率 419.9% 485.0%

目標値 16,552 15,889 15,253 14,642 14,049

542.0%

　地域・子どもふれあい事業の参加者の青少年人口に対する割合

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 6.5 (6.4) 6.7 (6.5) 8.5 (6.9) 8.6 (7.1) 8.7 (7.3)

B実績値 8.4

H
2
9

実
績
等

青少年関係団体への各種委託事業を実施し、青少年へ体験、活動の機会を提供し
た。また、青少年指導者の養成・育成及び関係団体の育成・支援を行った。
・委託事業参加者数：55,858人

H
3
0

目
標
等

委託事業内容等の充実により、青少年の参加の促進を図る。
・委託事業等参加者：47,000人

8.4 6.9

達成率 129.2% 125.4% 81.2%
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(2) 青少年健全育成環境づくり事業

2 青少年を取り巻く健全な環境づくりの推進

○指標
【成果指標7】（再掲）
　不良行為少年補導人数 (単位：人 )

基準値
（H20）
20,070

【業績評価指標５-２】
　青少年健全育成組織の構成員数 (単位：人)

基準値
（H25）

1,171

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 青少年活動支援事業（再掲）

(2) 青少年健全育成環境づくり事業（再掲）

H
2
9

実
績
等

・「家庭の日」写真募集、「健全育成啓発作品」絵画・標語募集、延べ応募件数
645点（絵画60点、標語65点、写真520点）
・広報紙や各小中学校へチラシを配布するなど広く周知を図ったが、目標（750
点）達成に至らなかったため、作品の応募方法を検討し、応募件数の増加を図
る。
・入選作品については巡回展示、ポスターの作成・配布等により広く普及啓発を
行った。

H
3
0

目
標
等

「家庭の日」及び「青少年健全育成啓発」の作品を募集する。
・写真、標語、絵画の延べ応募件数750点

　地域や青少年健全育成組織など関係団体と連携を図り、青少年を取り巻く健全な社会
環境づくりに向けた啓発・情報提供を進めます。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

A実績値 3,942 3,276 2,814

達成率 419.9% 485.0%

目標値 16,552 15,889 15,253 14,642 14,049

542.0%

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 1,177 1,181 1,186 1,191 1,196

B実績値 1,174

H
2
9

実
績
等

青少年関係団体への各種委託事業を実施し、青少年へ体験、活動の機会を提供し
た。また、青少年指導者の養成・育成及び関係団体の育成・支援を行った。
・委託事業参加者数：55,858人

H
3
0

目
標
等

委託事業内容等の充実により、青少年の参加の促進を図る。
・委託事業等参加者：47,000人

H
2
9

実
績
等

・「家庭の日」写真募集、「健全育成啓発作品」絵画・標語募集、延べ応募件数
645点（絵画60点、標語65点、写真520点）
・広報紙や各小中学校へチラシを配布するなど広く周知を図ったが、目標（750
点）達成に至らなかったため、作品の応募方法を検討し、応募件数の増加を図
る。
・入選作品については巡回展示、ポスターの作成・配布等により広く普及啓発を
行った。

1,087 1,013

達成率 99.7% 92.0% 85.4%

H
3
0

目
標
等

「家庭の日」及び「青少年健全育成啓発」の作品を募集する。
・写真、標語、絵画の延べ応募件数750点
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3 相談体制の充実

○指標
【業績評価指標５-３】
　若年無業者・フリーターの相談者数に対する就学・就職者数の割合 (単位：人)

基準値
（H25）

42.7

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 子ども・若者育成支援推進事業

所管局ヒアリング事項

★指摘事項・2次評価案

42.7 42.7 42.7 42.7 42.7

　ひきこもりなどの悩みや課題を持つ青少年やその家族が、気軽に相談できる支援体制
の充実を図ります。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

・「地域・子どもふれあい事業」の対象事業数が前年度と比較し減少したのはなぜか。
⇒雨天による中止や、事業の統合などによるもの。
・地域・こどもふれあい事業や絵画・写真コンテスト、青少年健全育成組織について「周
知」や「告知」を行うと記載があるが、具体的にどのようなものを検討しているか。
⇒無料学習塾、子ども食堂を運営する団体との情報交換会において、子どもたちへの周知や
参加の促しを依頼する。近年、子どもの集まる場所が多様化しており、こうした場所での周
知は効果的であると期待している。

.・「子ども・若者支援協議会」は、部局を超えた連携を図るにあたり効果
的であると評価する。今後も、部局にとらわれずに連携を図りながら、柔
軟に対応されたい。
・指標７及び業績評価指標5-3ともに、平成３１年度の最終目標値を既に
上回る実績値となっている。社会環境の変化などをとらえながら、業績評
価指標における値の見直しを検討されたい。
・目標未達成となった業績評価指標5-1及び5-2の事業について、効果的
な周知方法を検討し、目標達成に努められたい。

2次評価案

A

（参考）1次評価

A

115.5%

H
2
9

実
績
等

・関係機関の連携を図るため、「子ども・若者支援協議会」代表者会議及び実務
者会議を開催し、相談窓口の連携を図ることができた。
・支援を必要とするひとり親家庭の実態調査や子ども食堂や無料学習塾など子ど
もを支援する団体との情報交換会により、実情を把握しながら具体的な取組施策
を検討することができた。

H
3
0

目
標
等

・子ども・若者支援協議会（代表者会議：1回、実務者会議：2回、講演会：1
回）
・「子どもの居場所創設サポート事業」（居場所づくりに関するセミナー：３
回）
・支援団体情報交換会：５回

A実績値 46.6 66.9 49.3

達成率 109.1% 156.7%

目標値
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施策９　障害児の支援 （2次評価）

Ⅰ
1
Ⅲ

施策推進のための経費【単位：千円】

取組の方向ごとの指標・事業
1 障害児の療育体制などの充実

○指標
【成果指標16（総合戦略指標25）】
　療育相談やリハビリテーションを行っている障害児の数（利用者数） (単位：人)

基準値
（H20）
3,609

【業績評価指標９-１】
　障害児通所支援の利用者数 (単位：人日/月)

基準値
（H25）

6,983

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 障害児の療育・支援施設運営事業

基本目標 誰もが安全でいきいきと暮らせる安心・福祉都市
政策の基本方向 あたたかい地域福祉社会をつくります
総合戦略の基本目標 定住促進、安全で安心なくらしの確保

事業費 1,181,734 1,445,006 1,675,243 2,153,044 2,724,490

めざす姿 ○障害児とその家族が、地域で安定した生活ができている。

H25 H26 H27 H28 H29

総事業費 1,703,093 1,975,517 2,215,750 2,703,156 3,271,419

人件費 521,359 530,511 540,507 550,112 546,929

　障害児に対するサービス支援体制・相談支援機能の強化を図るとともに、障害の早期
発見からリハビリテーションなどによる一貫した療育の充実や、保育所や幼稚園におい
て、子どもどうしの交流を通じて生活能力の向上や理解の促進を図る統合保育の充実、
小・中学校における特別支援教育や放課後支援策との連携を図ります。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

市民１人あたりコスト
2,364 2,733 3,074 3,746 4,530

【単位：円】

C実績値 5,445 4,636 4,022

達成率 116.2% 95.3%

目標値 4,686 4,864 5,048 5,240 5,439

79.7%

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 9,642 10,969 12,296 13,027 13,758

A実績値 13,772 12,943 19,848

達成率 142.8% 118.0% 161.4%

H
2
9

実
績
等

・療育支援については、公立施設から民間施設への移行により、公立施設として
の実績は減少したものの、各区に民間施設を設置したことにより、身近な地域に
おいて療育支援が提供され、市民ニーズに対応することができた。
・療育センター再整備基本計画に基づく取組を今後も引き続き実施していく。

H
3
0

目
標
等

・療育ニーズが多様化する中で、3区での療育支援を実施するとともに、重度化す
る通園児及び家族への支援を実施する。
・療育センター再整備基本計画に基づき、各区療育窓口の充実や施設再整備に向
けた検討等を進める。
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(2) 障害児福祉施設整備促進事業

(3) 障害児への通所・入所給付

(4) 要医療ケア障害児在宅支援事業

2 障害児やその家族を支援する人材の育成

○指標
【業績評価指標９-２】
　ペアレントトレーニング参加者数 (単位：人)

基準値
（H25）

33

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 障害児の療育・支援施設運営事業（再掲）

H
3
0

目
標
等

開設施設に対する運営支援を行う。

H
2
9

実
績
等

サービス利用に係る給付等を適切に実施することにより、障害児の療育等の機会
を確保した。

H
3
0

目
標
等

障害児の地域生活を支援するため、児童福祉法の規定に基づき障害児通所・入所
給付費等を支給する。

H
2
9

実
績
等

既存施設の運営支援を行うとともに、緑区の福祉型児童発達支援センターの整備
により、各区に1か所ずつのセンターが設置され療育体制の充実が図られた。

H
2
9

実
績
等

北里大学東病院小児在宅支援センターの運営に対して、補助金を交付することに
より、メディカルショートステイの市民の利用日数が、延べ2,154日となった。

H
3
0

目
標
等

メディカルショートステイ機能への支援

　障害児やその家族が身近な地域で安定した生活を送ることができるよう、サポートす
る人材の養成や、その人材の技術向上の支援を進めます。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 82 100 136 154 172

D実績値

H
2
9

実
績
等

・療育支援については、公立施設から民間施設への移行により、公立施設として
の実績は減少したものの、各区に民間施設を設置したことにより、身近な地域に
おいて療育支援が提供され、市民ニーズに対応することができた。
・療育センター再整備基本計画に基づく取組を今後も引き続き実施していく。

H
3
0

目
標
等

・療育ニーズが多様化する中で、3区での療育支援を実施するとともに、重度化す
る通園児及び家族への支援を実施する。
・療育センター再整備基本計画に基づき、各区療育窓口の充実や施設再整備に向
けた検討等を進める。

142 65 61

達成率 173.2% 65.0% 44.9%
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(2) 障害児福祉施設整備促進事業（再掲）

(3) 障害児への通所・入所給付（再掲）

所管局ヒアリング事項

★指摘事項・2次評価案

H
2
9

実
績
等

既存施設の運営支援を行うとともに、緑区の福祉型児童発達支援センターの整備
により、各区に1か所ずつのセンターが設置され療育体制の充実が図られた。

・障害児の支援が、陽光園から各区の民設児童発達支援センターに移行したことによるメ
リットと、今後必要な取組は何か。
⇒受け入れられる子どもの数が増えたことと、身近な地域で支援を行えることがメリットで
ある。引き続き、第一陽光園の運営により培った「療育」や「ペアレントトレーニング」の
ノウハウ等の技術支援に引き続き取り組む必要がある。
・各区の民設児童発達支援センターでの支援の質の確保のため、取り組んでいることは何
か。
⇒陽光園が継続的に指導・助言を行っている。

・障害が重度化・多様化する中、各区の民設児童発達支援センターにおけ
る支援の質の確保のため、運営状況や利用している子どもの保護者等の評
価を把握する仕組みを構築したうえで、職員の資質向上の取組など、各セ
ンターへの適切なフォローを進められたい。
・放課後等デイサービスをはじめとしたサービス事業所が増加する中、各
児童の特性や資質を把握したうえできめ細かなサービスが行われるよう、
また単なる居場所の提供に留まることが決してないよう、利用者の声の把
握や指導監査等の取組を進められたい。
・障害児の健やかな成長のためには、家族、学校、地域等の障害への理解
が重要であることから、ペアレントトレーニングの実施に加え、教育委員
会やこども若者未来局と連携した障害への理解促進の取組を検討された
い。

2次評価案

B

（参考）1次評価

B

H
3
0

目
標
等

開設施設に対する運営支援を行う。

H
2
9

実
績
等

サービス利用に係る給付等を適切に実施することにより、障害児の療育等の機会
を確保した。

H
3
0

目
標
等

障害児の地域生活を支援するため、児童福祉法の規定に基づき障害児通所・入所
給付費等を支給する。

13/60



施策11　医療体制の充実 （2次評価）

Ⅰ
5
Ⅲ

施策推進のための経費【単位：千円】

取組の方向ごとの指標・事業
1 地域医療体制の充実

○指標
【成果指標19（総合戦略指標27）】
　安心して医療を受けることができると感じている市民の割合 (単位：％)

基準値
（H20）

40.6

【業績評価指標11-１】
(単位：人)

基準値
（H25）

3

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 地域医療事業（総合診療医の育成による地域医療体制の基盤づくり事業）

基本目標 誰もが安全でいきいきと暮らせる安心・福祉都市
政策の基本方向 健康に暮らせる社会をつくります
総合戦略の基本目標 定住促進、安全で安心なくらしの確保

事業費 418,265 461,261 482,162 501,611 486,207

めざす姿 ○市民が安心して医療を受けることができている。

H25 H26 H27 H28 H29

総事業費 431,925 475,161 495,782 515,471 499,987

人件費 13,660 13,900 13,620 13,860 13,780

　身近な地域で診療や健康相談などを受けることができるよう、かかりつけ医の普及・
定着に向けた取組を推進します。
　また、疾病の状況に応じて適切な医療を受けることができるよう、医療機関相互の連
携を促進するとともに、在宅医療への支援の充実を図ります。
　さらに、保健医療を支える人材確保に努めるとともに、市立診療所の円滑な運営に取
り組みます。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

市民１人あたりコスト
599 657 688 714 692

【単位：円】

Ｂ実績値 52.5 51.0 52.2

達成率 101.7% 97.9%

目標値 51.6 (45.4) 52.1 (46.1) 52.6 (46.8) 53.1 (47.5) 53.3 (48.2)

99.2%

　市内で総合診療医の業務に従事する義務年限が生じる修学資金借受者及び借受者卒業生の数

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 11 13 15 17 19

Ａ実績値 11 13 15

達成率 100.0% 100.0% 100.0%

H
2
9

実
績
等

・地域医療医師修学資金貸付事業として、北里大学医学部の学生12名に対し貸付
　を行った。修学を終了した5名が、臨床研修医として勤務しており、医師の育成
　・確保ができた。
・寄附講座「地域総合医療学」開設事業として、北里大学において総合診療医の
　育成に関する教育プログラムの開発研究などを行い、総合診療医の育成と地域
　医療を推進することができた。

H
3
0

目
標
等

・地域医療医師修学資金貸付事業の実施
・寄附講座「地域総合医療学」開設事業の実施
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2 救急医療体制の充実

○指標
【成果指標20】
　収容依頼３回以内で受け入れられた救急搬送者の割合 (単位：％)

基準値
（H20）

92.9

【業績評価指標11-２】
　重症患者の市内搬送割合 (単位：％)

基準値
（H25）

84.7

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 急病診療事業

　初期救急医療機関から三次救急医療機関までの役割分担による救急医療体制の充実を
図るとともに、メディカルセンターの機能強化や救急患者の救命率の向上、救急業務の
高度化に努めます。
　また、大地震等の災害に備え、医薬品等の備蓄など、災害時医療体制の充実を図りま
す。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 94.2 94.4 94.6 94.8 95.1

Ａ実績値 93.5 94.1 94.8

達成率 99.3% 99.7% 100.2%

評価

目標値 86.3 87.2 88.1 89.0 90.0

Ｂ実績値 87.0

H27 H28 H29 H30 H31

H
2
9

実
績
等

①外科系救急医療体制支援事業
　・外科系の診療科目を有する病院が、輪番体制を組み実施する二次救急医療に
　　対して支援を行い、外科系救急医療体制の維持を図った。
②産婦人科急病診療事業
　・相模原南メディカルセンター及び二次救急医療機関において、産婦人科急病
　　診療事業を実施し、対応する救急医療機関の確保を図った。
③津久井地域急病診療事業の充実
　・夜間在宅当番医制度及び休日診療を行う相模原西メディカルセンターの運営
　　のための支援を行い、津久井地域の初期救急医療体制の確保を図った。
④市医療対策協議会・初期救急医療小委員会の開催
　・津久井地域の各医師の意見聴取を行い、相模原西メディカルセンターのあり
　　方を検討する相模原市医療対策協議会の開催に向けた準備を整えた。

H
3
0

目
標
等

①外科系救急医療体制支援事業
　　外科系救急医療体制を維持するため、対応する医療機関に継続支援を行う。
②産婦人科急病診療事業
　　産婦人科救急患者に対応する救急医療機関を確保する。
③津久井地域急病診療事業の充実
　・津久井地域の初期救急に対応する相模原西メディカルセンターなどの運営に
　　ついて、継続支援を行う。
④市医療対策協議会・初期救急医療小委員会の開催
　・相模原西メディカルセンターのあり方を検討するため、医療関係団体が参画
　　する相模原市医療対策協議会を開催する。

84.3 82.8

達成率 100.8% 96.7% 94.0%
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(2) 地域医療事業（脳神経系地域医療協力事業）

3 国民健康保険制度・高齢者の医療制度の充実

○指標
【業績評価指標11-３】
　国民健康保険税の収納率 (単位：％)

基準値
（H25）

87.1

所管局ヒアリング事項

★指摘事項・2次評価案

H
2
9

実
績
等

・救急医療協力医療機関（4機関）に対し補助金の交付による支援を行い、24時
　間受入体制を確保した。1機関において、当初の予定より実施回数が48回から
　35回へ減少したものの、24時間受け入体制が確保できているため、市民が安
　全で安心して医療を受けられる医療体制の確保を図ることができた。

90.2

H
3
0

目
標
等

・脳卒中患者に対応する救急医療協力医療機関への継続支援を行う。

　国民健康保険制度の普及啓発や、円滑な財政運営に努めるなど、制度の充実に向け、
必要な取り組みを進めます。
　また、高齢者の医療制度の充実に向けた取り組みを進めます。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

99.1%

・取組の方向に掲げる「かかりつけ医の普及・定着」や「在宅医療への支援の充実」とし
て、どのような事業を行っているのか。
⇒前者は市ホームページ、広報さがみはらによる周知により普及・定着を図っており、市保
健医療計画において「かかりつけ医師等を持つ人」の調査を実施している。
　後者は医療や介護の関係者により構成される「在宅医療・介護連携推進会議」において、
本市の在宅医療と介護の連携に係る意見交換を実施している
・業績評価指標11-1の「地域医療医師修学資金」の貸付を受けた医師の数は、目標値を上
回ることが可能な制度設計ではないのか。
⇒毎年２名を限度に修学生を募集するもの。医学部を目指す高校生や医療関係者に制度が広
く認知されたことにより、応募者は年々増加している。（平成２９年度：８８名、平成２８
年度：７１名）

・市民が安心して医療を受けていると感じるためには、急な病気やケガに
対応する救急医療体制の確保のほか、かかりつけ医の普及・定着などを含
めた在宅医療提供体制の充実が必要であり、これらの取組を着実に推進さ
れたい。
・業績評価指標11-2「重症患者の市内搬送割合」は目標を達成しておら
ず、昨年実績よりも減少している。市内医療機関への搬送率を高めること
は、迅速な治療やこれに伴う早期の社会復帰にもつながるため、課題分析
を十分に行いながら、改善に努められたい。
・国民健康保険税の収納率については、微増ながらも向上した点は評価す
るが、これまでの取組の検証を行い、目標達成に努められたい。

2次評価案

A

（参考）1次評価

A

Ｂ実績値 88.7 88.9 89.0

達成率 100.2% 99.3%

目標値 88.5 89.5 89.8 90.0
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施策13　市民生活の安全・安心の確保 （2次評価）

Ⅰ
6
Ⅲ

施策推進のための経費【単位：千円】

取組の方向ごとの指標・事業
1 防犯活動の推進

○指標
【成果指標23】
　市内で発生した犯罪認知件数（千人あたりの犯罪認知件数） (単位：件)

基準値
（H20）
11,003

【業績評価指標13-１】
　防犯講習会の開催回数 (単位：回)

基準値
（H25）

56

【業績評価指標13-４（総合戦略指標30）】
　自治会等による防犯カメラの設置台数 (単位：台)

基準値
（H25）

25

390,936 399,800

基本目標 誰もが安全でいきいきと暮らせる安心・福祉都市
政策の基本方向 安全で安心して暮らせる社会をつくります
総合戦略の基本目標 定住促進、安全で安心なくらしの確保

人件費 195,338 173,339 160,035 155,949 151,580

めざす姿
○市内の犯罪が減少している。
○市民の交通事故が減少している。
○市民が消費者として自立している。

H25 H26 H27 H28 H29

事業費 548,050 587,390 470,693

総事業費 743,388 760,729 630,728 546,885 551,380

評価

市民１人あたりコスト
1,032 1,052 875 758 764

【単位：円】

　警察・関係団体・地域団体と連携を図り、犯罪に関する情報の共有や自主防犯組織に
よるパトロール活動・暴力追放運動の推進により、市民の防犯意識や暴力追放意識を高
めます。
　また、防犯灯の整備など、地域における防犯活動に対する支援を進めます。

H27 H28 H29 H30 H31

目標値 10,250 10,150 10,050 9,950 9,800

A実績値 5,293 5,244 4,828

達成率 193.7% 193.6%

達成率 136.0% 163.0% 183.2%

評価

目標値 89 92 95 98 101

A実績値 121

208.2%

H30 H31

H27 H28 H29 H30 H31

150 174

実績値 34

H27 H28 H29 評価

目標値 25 35 75 115 155

A64 102

達成率 136.0% 182.9% 136.0%
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○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 地域防犯活動推進事業

(2) 空き家対策推進事業

2 交通安全対策の推進

○指標
【成果指標24】
　市内で発生した交通事故件数（千人あたりの交通事故件数） (単位：件)

基準値
（H20）
3,980

【業績評価指標13-２】
　自転車シミュレーターを活用した交通安全事業の実施回数 (単位：回)

基準値
（H25）

3

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 地域交通安全活動推進事業

H30 H31 評価

H
2
9

実
績
等

①青パトによるパトロール実施回数は、364回と前年比81回増となり、目標を達
成することができ,地域防犯の向上が図られた。
②防犯灯コールセンターにより不点灯などの不具合に関する受付（365日）を実
施するなど、維持管理や地域要望に適切に対応した。また、自治会の要望による
防犯灯の設置による防犯力の向上や、ＬＥＤ化により、市の財政負担の軽減が図
られた。

H
3
0

目
標
等

①青パトによるパトロールを３７５回実施する
②防犯灯の適切な維持管理及び自治会の設置要望への対応を図る

H
2
9

実
績
等

①９７件の適正に管理されていない空家の所有者に対して改善依頼を実施し、そ
の内、１６件で改善が図られた。解決に至っていない空き家の所有者に対して
は、引き続き是正措置を実施する。
②4件を特定空家等に認定し、指導を実施した。その内、１件について、建物が解
体され解決に至った。

96.8%

H
3
0

目
標
等

①適切に管理されていない空家等への是正措置の実施
②特定空家等の認定・指導の実施

　子どもや高齢者などに対する交通安全教育などの啓発活動の充実を図るとともに、地
域における交通安全活動団体への支援を進めるほか、ガードレールなど交通安全施設の
充実を図ります。

H27 H28 H29

目標値 2,787 (3,460) 2,730 (3,430) 2,680 (3,390) 2,620 (3,360) 2,570 (3,300)

B実績値 2,787 2,638 2,770

達成率 100.0% 103.5%

評価

目標値 9 10 10 10 10

A実績値 12

H27 H28 H29 H30 H31

10 15

達成率 133.3% 100.0% 150.0%

H
2
9

実
績
等

交通安全教室への参加者は、延べ25,836人と前年比1423人増加し、交通安全の
啓発が図られたが、7年ぶりに交通事故件数が増加し、特に自転車事故の割合も高
い状況であることから、スケアード・ストレイト事業や自転車シュミレーターを
活用した交通安全教室等により啓発活動を行っていく必要がある。

H
3
0

目
標
等

交通安全教室の開催　年２８０回　延べ参加人数26,000人
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(2) 交通安全施設の整備

3 消費者の保護と自立の支援

○指標
【成果指標25】
　消費者被害に遭わないように注意している市民の割合 (単位：％)

基準値
（H20）

59.9

【業績評価指標13-３】
　消費生活に関する出前講座参加人数 (単位：人)

基準値
（H25）

1,780

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 消費者啓発・支援事業

H30 H31 評価

H
2
9

実
績
等

ガードレール0.116ｋｍ、カーブミラー106基、道路標識14基、道路照明灯１基
目標には達していないが、地域から要望された交通安全施設について、着実な整
備を進めており、市民の交通安全の向上を図ることができた。

H
3
0

目
標
等

ガードレール0.212ｋｍ、カーブミラー103基、道路標識19基、道路照明灯２基

　年々悪質巧妙化する消費者被害から消費者を救済するため、消費生活相談の充実を図
るとともに、消費者教育の充実と最新の被害情報の提供を図り、市民の消費者としての
自立支援と保護に向けた取り組みを進めます。

H27 H28 H29

目標値 63.9 64.4 64.9 65.4 66.0

A実績値 83.7 88.8 88.7

達成率 131.0% 137.9%

1,703 2,122

達成率 92.6% 95.7% 119.2%

136.7%

評価

目標値 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780

A実績値 1,649

H27 H28 H29 H30 H31

H
2
9

実
績
等

講師派遣事業を59回開催し、延べ参加人数は2,122人と前年より419人増加し
た。また、出前講座については、福祉部門と連携し地域包括支援センターや民生
委員の会議に参加してPRを行うとともに、市内の大学等へチラシを送付して周知
した。また、消費者被害防止を図るため、消費生活情報誌「すぱいす」の記事や
講演会で落語を用いるなどの工夫をしたほか、メールマガジンを使った情報発信
を行なう等幅広い消費者啓発を行った。

H
3
0

目
標
等

①講師派遣事業の開催　年間45回、延べ人数参加者数1,850人
②講座の周知をさらに推進するとともに、年代・ニーズ等に応じた内容の情報提
供を行う
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4 基地周辺対策の推進

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 基地対策事業

所管局ヒアリング事項

★指摘事項・2次評価案

H
3
0

目
標
等

引き続き、粘り強く要請活動を行う。

・ESCO事業者による防犯灯のコールセンターでのＨ２８年度の受付件数は何件か。
⇒Ｈ２８年度の受付件数は、２，２８４件である。件数が多い理由については、Ｈ２８年度
にＬＥＤ防犯灯を一斉に設置したことにより、初期不良による問い合わせが多かったためで
ある。
・適正に管理されていない空家に対してどのような改善依頼をしているのか。
⇒持ち主に対して改善依頼の通知を郵送し、改善依頼を行っている。

・計画最終年度の目標値を達成している指標が多く見受けられる。目標設
定時との社会環境の変化等を踏まえた上で、目標値をどの水準にすること
が妥当か検討されたい。
・指標24「市内で発生した交通事故件数」は目標未達成となっている。
特に県内他市と比べて高い状況にある自転車が絡む事故の割合の減少を図
るため、自転車専用レーンのより一層の整備等の具体的な改善方策を検討
されたい。
・適正に管理をされていない空家等の多くが改善に至っていない状況であ
り、地域住民の生命や身体、財産を保護するためにも、より実効性のある
取組を図られたい。
・取組の方向の一つとして掲げている「基地周辺対策の推進」について、
その成果を測る指標が設定されていない。市民にとってその進捗状況が分
かりやすい指標の設定について、検討されたい。

2次評価案

A

（参考）1次評価

A

　米軍機の騒音など基地に起因する問題の解決に向けて、国及び米軍への要請に努めま
す。

H
2
9

実
績
等

基地問題の解決に向け、関係団体と連携した要請活動などを継続して実施した。
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施策16　学校教育の充実 （2次評価）

Ⅱ
7
Ⅱ

施策推進のための経費【単位：千円】

取組の方向ごとの指標・事業
1 幼児教育の振興

○指標
【業績評価指標16-１】
　幼・保・小連携幼稚園・保育園数 (単位：園)

基準値
（H25）

139

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 公立特定教育・保育施設のあり方・役割を踏まえた教育・保育の推進

2 教育内容の充実

○指標
【成果指標31】
　授業が分かりやすいと感じている児童・生徒の割合 (単位：％)

基準値
（H20）

80.5

2,160,381 4,722,899

基本目標 学びあい　人と地域をはぐくむ教育・文化都市
政策の基本方向 心豊かな子どもをはぐくむ教育環境をつくります
総合戦略の基本目標 結婚・出産・子育て環境の充実

人件費 319,986 357,230 342,543 266,949 357,313

めざす姿 ○子どもがいきいきと学校生活を送っている。

H25 H26 H27 H28 H29

事業費 4,077,083 3,174,526 2,095,777

総事業費 4,397,069 3,531,756 2,438,320 2,427,330 5,080,212

市民１人あたりコスト
6,102 4,885 3,383 3,364 7,035

【単位：円】

　幼稚園への就園を奨励するとともに、幼稚園、保育所、小学校の連携体制を強化する
など、教育環境の充実を図ります。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 153 177 182 187 192

H
2
9

実
績
等

今後の津久井地域における公立施設の再配置について、総論的な整理・検討を行
い、施設の老朽化や立地、利用状況等の課題を集約し、今後の検討事項を整理す
ることができた。

H
3
0

目
標
等

津久井地域の施設の再配置や、旧市域の公立施設の役割・機能、配置等について
個別・具体的な検討を行う。

A実績値 182

　児童・生徒一人ひとりの確かな学力と豊かな心や感性をはぐくむため、基礎的な知
識・技能の習得や体験的な学習を進めるとともに、学校体育や保健指導・食育指導の充
実を図り、生きる力をはぐくむ特色ある教育を進めます。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

198 211

達成率 119.0% 111.9% 115.9%

達成率 106.6% 105.1% 103.9%

A実績値 87.1

目標値 81.7 81.9 82.1 82.3 82.5

86.1 85.3
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○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 小・中連携教育推進事業

(2) 学校情報教育推進事業

(3) 外国人英語指導助手活用事業

(4) 体験学習推進事業

(5) 少人数指導等支援事業

H
2
9

実
績
等

・幼・保・小・中合同での協議会等を行い、園児の学びを生かした小学校への指
導のあり方等を話し合い、教員が互いの共通理解を深めるなど連携が推進でき
た。
・平成３０年度策定予定の小中一貫教育基本方針案に、学識経験者や保護者代表
等で構成される協議会の意見を反映させるなど、小中一貫教育導入に向けた取組
を進めることができた。

H
3
0

目
標
等

・小中一貫教育基本方針策定
・幼・保・小・中連携の推進

H
2
9

実
績
等

・全国に先駆けてプログラミング教育を実施し、小学４年生約6,000人が体験す
ることができた
・小学校10校・中学校11校のPC室を更新した
・モデル校において、教員１人１台、生徒用61台のタブレットPCを導入し、授
業改善を図り、教員用タブレットＰＣを授業で提示等に活用する教員の割合が
95％、生徒用タブレットＰＣを授業で活用する教員の割合が45％という結果で
あった。
・校務の効率化を図るため、校務支援システムの試行をモニター校９校で実施
し、導入前よりも概ね１時間退勤時間が早くなり、休日出勤した教職員も大幅に
減った

H
3
0

目
標
等

・小学校４．５年生でプログラミング教育を実施する。
・小学校18校のPC教室のコンピュータ・ソフトを更新する。
・タブレットPC活用モデル校では教員及び生徒の活用率を100％にし、生徒の思
考力向上を目指した研究を推進する。
・平成31年１月に校務支援システムを全校に導入する。

H
2
9

実
績
等

・各小・中学校に配置されているＡＬＴを活用し、授業等の援助及び教材作成、
学校活動への参加、教員への研修、英語弁論大会参加生徒への指導等を行い、児
童生徒が外国の言語や文化に直接触れることができ、学習意欲の向上につながっ
た。
・学識経験者や教職員、関係各課で構成した英語教育検討委員会を４回実施し、
本市の英語教育改善のための提言を報告書として作成した。

H
3
0

目
標
等

・小学校へのALT配置の拡充
・小学校教員への支援として、英語教育アドバイザーの配置

H
2
9

実
績
等

・体験活動後のアンケートでねらいが達成できたと回答した割合86.0％（H28：
85.1％）
・101名の活動協力者の確保（H28:83名）
・教員の理解を深めるための体験学習相談を充実させ、民間団体や他課との連携
を図った結果、それぞれ目標を達成した

H
3
0

目
標
等

・体験活動をしてねらいを達成できたと感じる子どもの割合：80％超維持
・専門的な知識・技能をもった活動協力者の確保：若あゆ・やませみ合計で100
名確保

H
2
9

実
績
等

・学校の実情に応じて少人数指導等の非常勤講師を35名配置し、学習と生活の両
面からきめ細かな指導を展開し、学びの充実を図ることができた

H
3
0

目
標
等

・学校の実情に応じた少人数指導等に対応する非常勤講師の配置
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(6) 地域教育力活用事業

3 支援・相談体制の充実

○指標
【成果指標32（総合戦略指標16）】
　学校を楽しいと感じる児童・生徒の割合 (単位：％)

基準値
（H20）

90.0

【業績評価指標16-２】
　スクールソーシャルワーカーによる支援状況 (単位：回)

基準値
（H25）

1,306

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 児童・生徒健全育成事業

H30 H31 評価

H
2
9

実
績
等

・授業日及び休業日における活動への指導協力者（各地域に在住する有識者等）
派遣を3,640回実施した。指定校のみの実施であった「休業日活用」について、
全校が自由に休業日でも実施できるよう、活用方法を変更した結果、柔軟な活用
が図られた。
・地域とともにある学校を目指したコミュニティスクールモデル校の設置に向
け、関係各課や団体等と調整を進めるとともに、学校運営協議会規則を制定し、
本市の教育的課題を解決するためのテーマを各区ごとに検討した。

H
3
0

目
標
等

・小中学校への指導協力者派遣
・コミュニティスクールモデル校の実施

　外国人児童・生徒や特別支援の必要な児童・生徒などへの教育支援を充実するととも
に、いじめ、不登校、非行などの問題を未然に防止し、問題発生後の早期解決を図るた
め、児童･生徒、保護者からの相談体制の充実を図ります。

H27 H28 H29

目標値 91.2 91.4 91.6 91.8 92.0

B実績値 90.0 90.8 89.4

達成率 98.7% 99.3%

1,740 1,864

達成率 112.5% 115.2% 117.2%

97.6%

評価

目標値 1,440 1,510 1,590 1,660 1,750

A実績値 1,620

H27 H28 H29 H30 H31

H
2
9

実
績
等

・児童支援専任教諭を全校に配置し、チームとしての学校の対応力向上につな
がった。
・平成29年３月に国の基本方針が改定されたことを踏まえ、「相模原市いじめ防
止基本方針」の見直しを行った。

H
3
0

目
標
等

・児童支援専任教諭の対応力向上に向けた取組
・いじめ防止フォーラム等、未然防止に向けた取組
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(2) 青少年・教育相談事業

(3) 特別支援教育推進事業

4 教職員の確保と育成

○指標
【業績評価指標16-３】
　教職員の研修内容の満足度 (単位：点)

基準値
（H25）

3.5

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) さがみ風っ子教師塾の運営

H
3
0

目
標
等

・小中学校における医療的ケア体制整備の検討

H
2
9

実
績
等

・臨床心理の専門知識を有する青少年教育カウンセラーを増員したことにより、
授業観察や教員との連携、相談の充実を図ることができた。
　※小学校出張相談：29,697件（＋1,115件）
　　中学校出張相談：21,515件（＋1,838件）
　　来所・電話相談：14,458件（＋362件）
　　要請相談：176件（△18件）
・支援教育コーディネーターへの研修や青少年教育カウンセラーによる校内研修
会において、カウンセラーの活用について周知したことにより、学校との連携が
より緊密になり、支援体制の充実を図ることができた。
　※研修会への派遣回数22回（＋8回）
・スクールソーシャルワーカーが各室勤務となったことで、学校と緊密に連携を
図ることができ、早期に対応できるようになった。また、各事例について支援検
討の会議等を月に１回開催し、きめ細かな対応を図ることができた。
　※スクールソーシャルワーカーが参加したケース会議：513件（△59件）
　　スクールソーシャルワーカーによる家庭等訪問：1,351件（＋175件）

H
3
0

目
標
等

・青少年教育カウンセラーへの相談内容が多様化、複雑化しているため、より適
切な対応が行えるよう大学教授等の有識者から指導、監督、助言を受ける研修を
実施する。
・スクールソーシャルワーカーを２名増員し、この活用方法の周知を図ること
で、多くの案件により迅速に対応できるようにする。

H
2
9

実
績
等

・不登校児を対象としたサポートルームの南区への設置に向けた検討などの準備
を進めた結果、平成30年度から各区の小中学校１校ずつの設置となり、児童生徒
の通級の負担軽減につなげることができた。
・児童生徒数の多い大規模校に対し、小学校４校、中学校２校に支援教育支援員
を複数配置し、校内支援体制の充実を図ることができた。

　大学などとの連携を強化するとともに、特色ある教育のＰＲに努め、相模原における
教育の魅力を継承する、即戦力となる教職員の確保・育成を進めます。
　また、教職員の指導力を向上させるために、教職員の研修・研究・指導体制の充実を
図ります。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8

H
2
9

実
績
等

・応募者確保のための広報活動として、大学説明会を23回実施したが、応募者は
53名にとどまった。応募者が減少しているため、募集人数や講座内容等の検討が
必要である。
・講義の後のグループ協議が学びを深めているため、入塾者の満足度が非常に高
い（4点満点で3.96点）。

A実績値 3.7 3.8 3.8

達成率 100.0% 100.0% 100.0%
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(2) 教員採用選考試験の実施

(3) 教職員研修事業

5 教育環境の整備と充実

○指標
【業績評価指標16-４】
　市立小・中学校のトイレの改修箇所数 (単位：箇所)

基準値
（H25）

587

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 学校施設の長寿命化計画策定事業

H
3
0

目
標
等

・応募者確保のための広報活動の充実　応募者70名以上
・入塾者の満足度が（４点満点）｢学びがあったか」3.85点以上

H
2
9

実
績
等

・支援を必要とする児童生徒への対応を見据え、特別選考（社会人経験者）の資
格要件に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士、看護師を追加
・より精度の高い採用試験を実施するために、共通の視点で面接することを重視
し、個人面接の面接員に行政管理職を追加
・さがみはら教育の良さを伝える教員募集案内を充実させるため、Facebookの
発信回数と内容を充実、過去の説明会参加者数や採用試験応募者数などから、訪
問する大学を精査

H
3
0

目
標
等

・優秀な人材の確保に向け、小学校及び中学校教諭の免許状併有者への加点や小
学校全科（英語コース）枠の新設、筆記試験による特別選考区分受験者における
必要な知識の保有の確認等の取組を実施
・より多くの優秀な人材の受験を促すため、大学推薦やさがみ風っ子教師塾卒塾
生へのインセンティブ等の選考方法の在り方を検討

H
2
9

実
績
等

・研修内容の充実を図ったため、受講者アンケートによる研修効果測定では「新
たな学びや気付きがあった」「学校で活用できる内容だった」等の満足度の高い
回答を得た。
　※研修内容の満足度（４点満点）
　「学びがあったか」：3.8点、「今後の活用」：3.8点
・中堅教員が、経験の浅い教員を巻き込んで授業研究を進められるような研修を
実施した。教員が主体的に学ぶと同時に、ＯＪＴの意識も高まってきている。

H
3
0

目
標
等

・授業力向上、支援教育、人権・児童生徒理解の推進等を重点に講座を充実さ
せ、研修内容の満足度を維持する。
・授業改善リーダー研修や、指導教諭研修等、新設した研修を定着させる。

　地域の実情を踏まえた小・中学校の配置や規模の適正化、通学路や学校内における安
全確保の取り組みを進めるほか、校舎・屋内運動場・トイレの改修、給食体制の整備、
情報化環境の向上などを図ります。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

達成率 99.2% 96.0% 97.5%

H
2
9

実
績
等

・計画策定に向けて、学校施設の現状把握・分析等を実施し、平成30年度に検討
する事項を把握することができた。

H
3
0

目
標
等

・長寿命化の方針、施設整備の水準等の検討

B実績値 648

目標値 653 683 715 747 779

656 697.0
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(2) 市立麻溝小学校校舎等改築事業

(3) 市立学校空調設備整備事業

(4) 市立学校校舎改修事業

(5) 市立学校トイレ改修事業

(6) 市立学校屋内運動場改修事業

(7) 給食室整備事業

(8) 通学路歩道橋整備事業（若草小学校）

H
2
9

実
績
等

・改築工事（平成28～29年度継続事業）を予定どおり実施

H
3
0

目
標
等

・旧A棟校舎等を解体

H
2
9

実
績
等

・予定どおり16校の工事を実施した

H
3
0

目
標
等

・19校工事

H
2
9

実
績
等

・予定どおり４校（４棟）の改修を実施した

H
3
0

目
標
等

・６校（６棟）改修

H
2
9

実
績
等

・10校31箇所改修したほか、市立学校校舎改修事業において、４校10箇所改修
した。

H
3
0

目
標
等

・10校（33箇所）改修

H
2
9

実
績
等

・予定どおり４校の改修を実施した。

H
3
0

目
標
等

・５校改修

H
2
9

実
績
等

・ドライシステムの給食室を「親」とし、近隣の「子」となる小学校へ給食を配
送する親子方式導入に向けて、現在の整備計画を見直すための体制整備を図っ
た。

H
3
0

目
標
等

・校長及び関係各課で構成する単独校親子方式検討会において、課題等を検証
し、整備計画の策定に向け調整する。

H
2
9

実
績
等

・詳細設計、測量については、予定どおり実施し、用地取得については、地権者
との交渉を実施した。

H
3
0

目
標
等

・通学路における児童の安全確保を図るため、用地取得を実施する。
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(9) 望ましい学校規模の実現に向けた取組

所管局ヒアリング事項

★指摘事項・2次評価案

H
3
0

目
標
等

・青根小・中学校の望ましい学習環境に向けて、引き続き協議を行う。
・光が丘地区及び相武台地区においては、地域との検討組織を設立し、協議を開
始する。

・各区で実施するコミュニティスクールにおけるそれぞれの「テーマ」とは何か
⇒緑区（青野原中学校区）：小中一貫教育
　中央区（中央中学校区）：学力向上
　南区（鵜野森中学校区）：キャリア教育
・「さがみ風っ子教師塾の運営」の応募者が減少している理由をどのように考えているのか
⇒開塾10年目を迎え、話題性や独自性の低下、本市教員採用枠の減少、教師塾受講による
本市採用試験におけるアドバンテージがないこと等、複合的な理由があると考える

・成果指標31「授業が分かりやすいと感じている児童・生徒の割合」
は、目標を達成しているものの、年々数値は下がっている。昨年度の全国
学力・学習状況調査が全国平均値を下回っていることも踏まえ、より効果
的な授業の実施に向けて検討を進められたい。
・複雑化・多様化している学校現場の課題等を解決し、子ども達の教育環
境を充実させるためには、地域住民等の協力を得ることが重要である。コ
ミュニティスクールのモデル校設置など地域との連携による取組を十分に
検証しながら、特色ある教育の推進に努められたい。
・目標未達成の指標について、達成に向けた改善方策を十分に検討すると
ともに、最終年度の目標値を上回る指標については、次年度以降の値が妥
当な水準であるか検証し、適切な値への修正について検討されたい。
・次期総合計画の策定に当たっては、全国学力・学習状況調査の結果や不
登校児童生徒数など、市民にとって分かりやすく適切な指標の設定に努め
られたい。

2次評価案

A

（参考）1次評価

A

H
2
9

実
績
等

・青根小・中学校の望ましい学習環境の整備に向けて、学校関係者や地域関係者
との協議を行った。
・過小規模校が発生、または発生見込みの光が丘地区及び相武台地区において、
望ましい学校規模の実現に向けた地域との協議を平成３０年度から始めることに
ついて調整した。
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施策22　人権尊重・男女共同参画の推進 （2次評価）

Ⅱ
10
Ⅰ

施策推進のための経費【単位：千円】

取組の方向ごとの指標・事業
1 人権尊重のまちづくりの推進

○指標
【成果指標42（総合戦略指標11）】
　人権の侵害を受けていると感じている市民の割合 (単位：％)

基準値
（H20）

8.0

【業績評価指標22-１】
　人権問題についての関心や理解が深まったと感じた市民の割合 (単位：％)

基準値
（H26～28）

93

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 人権教育推進事業

54,339 50,525

基本目標 学びあい　人と地域をはぐくむ教育・文化都市
政策の基本方向 人権と世界平和を尊重し、ともに生きる社会をつくります
総合戦略の基本目標 安定した雇用の確保

人件費 25,055 24,607 24,992 30,492 29,627

めざす姿
○市民が互いに人権を尊重している。
○男女が性別にかかわりなく、個性と能力を発揮できている。

H25 H26 H27 H28 H29

事業費 47,233 52,960 55,026

総事業費 72,288 77,567 80,018 84,831 80,152

評価

市民１人あたりコスト
100 107 111 118 111

【単位：円】

96.0%

　様々な機会を通じて人権教育・人権啓発活動を進め、人権尊重に対する市民の理解を深
めるとともに、市民、ＮＧＯ・ＮＰＯ、企業などの多様な主体の参画により、人権が尊重
される社会の実現をめざします。

H27 H28 H29 H30 H31

目標値 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0

B実績値 8.8 7.4 7.5

達成率 84.1% 98.6%

評価

目標値 93 %以上 93 %以上 93 %以上

B実績値

H27 H28 H29 H30 H31

90.9

達成率 97.7%

H
2
9

実
績
等

人権教育移動教室を8校で開催。人権福祉教育に関する課題研修を４校で実施し、
目標を達成した。こうした事業により、児童生徒の人権意識の充実を図ることがで
きた。

H
3
0

目
標
等

人権教育移動教室を8校で開催。人権福祉教育に関する課題研修を４校で実施
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(2) 人権施策推進事業

2 男女共同参画の推進

○指標
【成果指標43（総合戦略指標10）】
　家庭・地域・学校・職場などで男女平等であると思っている市民の割合 (単位：％)

基準値
（H20）

47.6

【成果指標44】
　市審議会等における女性委員割合 (単位：％)

基準値
（H20）

26.7

【業績評価指標22-２】
　男女共同参画の推進に関する講座の内容に満足した市民の割合 (単位：％)

基準値
（H28）

96

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 女性活躍推進事業

H30 H31 評価

H
2
9

実
績
等

①啓発事業（12回）、人権啓発講演会（1回）、研修会（2回）を開催し、目標を
達成するとともに、多くの市民に人権尊重思想の普及高揚を図ることができた。
②新たな人権課題等に対応した効果的な施策を推進するため、「相模原市人権施策
推進指針」の見直しに向け、審議会等で活発な議論を行った。

H
3
0

目
標
等

①法務局、人権擁護委員など関係機関等と連携を図りながら、講演会や研修会及び
啓発事業を継続して実施する。
②人権施策審議会から答申を受け、人権施策推進指針を改定する。

　男女共同参画社会の実現に向け、意識啓発や人材育成を図り、あらゆる分野における男
女共同参画を進めるとともに、仕事と生活の調和を促進します。
　また、女性に対する様々な暴力をなくすため、ドメスティック・バイオレンス防止の啓
発や相談事業の充実、自立に向けた支援などの取り組みを進めます。

H27 H28 H29

目標値 50.7 51.2 51.7 52.2 53.0

B実績値 47.1 50.6 46.3

達成率 92.9% 98.8%

達成率 94.0% 96.4% 90.9%

評価

目標値 35.1 36.3 37.5 38.7 40.0

B実績値 33.0

89.6%

H30 H31

H27 H28 H29 H30 H31

35.0 34.1

実績値

H27 H28 H29 評価

目標値 96 %以上 96 %以上 96 %以上

A96.9

達成率 100.9%

H
2
9

実
績
等

①女性活躍推進部会の開催（３回）②産業支援合同会議における一般事業主行動計
画策定の周知（2回）③市ホームページへの専門ページ新設④女性活躍推進セミ
ナーの実施（1回）など「女性活躍推進に係る重点取組施策」に取組、企業におけ
る女性の就労に対する意識づけなど環境改善の推進につなげた。

H
3
0

目
標
等

①女性活躍推進に係る重点取組施策の推進を図る。
②男女共同参画プランの見直しに併せ、女性活躍推進計画の検討を行う。
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(２)男女共同参画推進事業

(３)ＤＶ対策推進事業

所管局ヒアリング事項

★指摘事項・2次評価案

H
2
9

実
績
等

①啓発事業の実施（2回）②事業所研修講師派遣の実施（4回）③啓発冊子の発行
（3回）④審議会等への女性登用に係る事前協議の実施などプランに基づき、各種
事業を着実に推進することができ、男女共同参画の推進につながった。

H
3
0

目
標
等

①男女共同参画プランの見直しを行う。
②男女共同参画推進センターを拠点に、市民を対象とした講座等の各種事業を行
う。
③男女共同参画推進センターの指定管理業務の見直しを行う。。

H
2
9

実
績
等

①啓発講座・研修等の開催（２回）②啓発冊子の発行（1回）③個人情報保護の強
化。男性ＤＶ相談スーパーバイズの実施。④DV相談支援センターにおける相談等
（953件）

DV防止に向けた予防啓発並びにDV被害者の個人情報保護の強化、DV相談支援セ
ンターと関係機関との連携により適切に保護・支援を行った。また、スーパーバイ
ザーにより男性DV相談における実践的、技術的助言を通して、相談員の知識・技
能の向上を図った。

H
3
0

目
標
等

①DV相談支援センターを中心に、被害者支援やDV防止に向けた意識啓発等を推
進する。
②DV相談支援センター及び女性相談員の職の在り方を検討する。
③男女共同参画プランの見直しに併せ、DV対策プランの見直しを行う。

・人権侵害を受けていると感じている市民は、どういった人権侵害を受けていると捉えてい
るのか分析はされているのか。
⇒平成２８年１２月に実施した「人権に関する市民意識調査」において、設問の設定をして
おり、上位の内容は「あらぬ噂、悪口、かげ口」が47.2％、「職場での嫌がらせ」が
29.8％、「学校でのいじめ」が23.4％となっている。

・指標や業績評価指標の主がアンケートによる結果となっているが、「女
性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定企業数」など、次期総合
計画にあたっては、より事業の効果を検証することができる指標の設定に
ついて検討されたい。
・すべての指標について、達成度が減少しており、その原因の分析をし、
より人権意識が高まる講座の開催、啓発活動に努めるとともに効果的な事
業のあり方について検討されたい。

2次評価案

B

（参考）1次評価

B
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施策23　世界平和の尊重 （2次評価）

Ⅱ
10
Ⅲ

施策推進のための経費【単位：千円】

取組の方向ごとの指標・事業
1 平和意識の普及啓発活動の推進

○指標
【成果指標45（総合戦略指標38）】
　世界平和の実現に向けた取り組みに参加している市民の割合 (単位：％)

基準値
（H20）

23.6

【業績評価指標23-１】
　「市民平和のつどい」における市民の参加者数 (単位：人)

基準値
（H25）

1,200

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 平和思想普及啓発事業

2,704 1,577

基本目標 学びあい　人と地域をはぐくむ教育・文化都市
政策の基本方向 人権と世界平和を尊重し、ともに生きる社会をつくります
総合戦略の基本目標 定住促進、安全で安心なくらしの確保

人件費 3,824 5,213 5,108 4,506 4,477

めざす姿 ○市民が世界平和をめざした社会づくりをしている。

H25 H26 H27 H28 H29

事業費 3,161 3,163 3,449

総事業費 6,985 8,376 8,557 7,210 6,054

評価

市民１人あたりコスト
10 12 12 10 8

【単位：円】

　世界平和の実現に向け、核兵器廃絶平和都市宣言を踏まえた、「市民平和のつどい」の
開催を通じ、平和意識の普及啓発を図るなど、世界平和に貢献する活動を進めます。

H27 H28 H29 H30 H31

目標値 29.5 30.4 31.4 32.3 33.3

C実績値 21.9 19.3 19.8

達成率 74.2% 63.5%

1,276 1,452

達成率 80.2% 63.8% 66.0%

63.1%

評価

目標値 2,000 2,000 2,200 2,200 2,400

C実績値 1,603

H27 H28 H29 H30 H31

H
2
9

実
績
等

幅広い世代の市民が参加しやすく、平和への意識が高揚する夏休み期間に、「平
和･原爆ポスター展」やアニメーション映画の上映会を実施し、場所についても公
共施設だけでなく商業施設においても実施するなど実施手法を工夫し、多くの参加
を得た。

H
3
0

目
標
等

「市民平和のつどい」に、より多くの市民の参加が得られるよう事業内容の充実と
ともに、若年層を含む幅広い世代への周知を図る。
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所管局ヒアリング事項

★指摘事項・2次評価案

・成果指標、業績評価指標ともに実績値は前年よりも上昇しているが、一昨年と比べると下
がっていることについて、原因等の分析は。
→平成２７年度は終戦・原爆投下７０周年記念事業として例年より多くの事業を実施したこ
とから実績値が高かったものと考えている。

・「平和のつどい」に関する周知はどのように行っているか。
→広報さがみはら、市ホームページ、ポスター掲示、チラシの配布、学校への案内、ＦＭさ
がみ等により周知を図っている。

・成果指標、業績評価指標ともにＣとなっているが、総合評価をＢとした理由は。
→達成率が低調であった原因の一つとして、多くの参加者が見込めた事業が止む無く中止と
なってしまったことが挙げられる。また、商業施設での事業実施や夏休み期間の事業実施な
ど、指標達成に向けて新たな試みを行ったことで、目標値には達しなかったものの、前年に
比べて実績値は上昇したことから、総合評価をＢとした。

・成果指標、業績評価指標ともに前年よりも上昇しているものの、目標未
達成である。「市民平和のつどい」については、開催場所や実施時期の変
更など工夫されているようだが、引き続き達成に向けて実施手法の見直し
に努められたい。
・いずれの指標においても達成率は年々低下している。成果指標、業績評
価指標は、施策所管課の１年間の成績評価を決めるものであるため、次期
総合計画の策定に当たっては、現在設定している指標が取組の成果を測る
ものとして適切か、成果を表すのにより適当なものはないか、十分に検討
されたい。

2次評価案

B

（参考）1次評価

B
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施策24　地球温暖化対策の推進 （2次評価）

Ⅲ
11
Ⅲ

施策推進のための経費【単位：千円】

取組の方向ごとの指標・事業
1 環境と共生するまちづくり

○指標
【成果指標46】
　市全体の温室効果ガス総排出量 (単位：万t)

基準値
（H18）

438

【業績評価指標24-１】
　市が独自に取り組む施策によるＣＯ２削減見込量 (単位：万t)

基準値
（H25）

4.8

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 省エネルギー対策普及促進事業

基本目標 やすらぎと潤いがあふれる環境共生都市
政策の基本方向 次代につなぐ持続可能な社会をつくります
総合戦略の基本目標 定住促進、安全で安心なくらしの確保

事業費 168,186 123,092 123,466 116,675 102,892

めざす姿 ○温室効果ガスの排出量が減っている。

H25 H26 H27 H28 H29

総事業費 263,806 203,017 164,326 158,255 144,232

人件費 95,620 79,925 40,860 41,580 41,340

　温室効果ガスの排出削減に向けて、市民・事業者と連携し、環境に関する意識の普及啓
発、省エネルギーやごみの減量・資源化を進めるとともに、公共交通への利用転換を促進
し、自家用車に過度に依存しないまちづくりを推進します。
　また、二酸化炭素の吸収源であるみどりの保全・再生や温暖化の進行に伴う気象、生態
系、農林業や健康への影響などを想定した取り組みのなど、総合的な地球温暖化対策を進
めます。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

市民１人あたりコスト
366 281 228 219 200

【単位：円】

B実績値 410 431 416

達成率 97.8% 91.6%

目標値 401 395 389 383 372 以下

93.5%

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 5.8 6.3 6.7 7.2 7.7

B実績値 5.4

H
2
9

実
績
等

・1世帯当たりの年間CO2排出量が前年度排出量（3.08t-CO2/世帯)と比較し
て、0.25t-CO2/世帯排出量が減少した。
・条例に基づく事業者からの計画書受付件数が13件あり、324t-CO2の削減見込
量となった。
・中小規模事業者向け支援策の効果的な実施を関係機関と連携して実施（アドバイ
ザー派遣50回、補助金交付20件・10,786,000円）

H
3
0

目
標
等

・地球温暖化推進条例第11条に基づく計画書制度の効果的な運用
・中小規模事業者向け支援策の効果的な実施を関係機関と連携して実施

5.5 5.7

達成率 93.1% 87.3% 85.1%
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(2) 再生可能エネルギー等導入促進事業

2 再生可能エネルギーなどの利用促進

○指標
【成果指標46】
　市全体の温室効果ガス総排出量（再掲） (単位：万t)

基準値
（H18）

438

【業績評価指標24-２（総合戦略指標40）】
　再生可能エネルギー等によるＣＯ２削減見込量 (単位：万t)

基準値
（H28）

0.5

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 水素供給設備整備補助事業

(2) 脱温暖化まちづくり推進事業

H
2
9

実
績
等

・太陽光発電システム等の補助件数が351件あったが、買取価格の下落等の影響
により目標の５００件に達しなかった。
・メガソーラーを活用した環境教育等を実施し、平成29年度見学者数274人、
事業開始からの累計数2,122人となり、啓発目標を達成した。

H
3
0

目
標
等

・補助件数500件（太陽光発電システム等（太陽熱を含む））
・メガソーラーを活用した環境教育等の実施（見学者：月20人以上）

　二酸化炭素の発生源となる化石燃料の使用を抑制するため、太陽光発電や太陽熱利用に
よる再生可能エネルギーの利用を積極的に促進するとともに、バイオ燃料などの他の再生
可能エネルギーの普及促進や燃料電池などの革新的なエネルギー技術の活用に向けた取り
組みを進めます。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

Ｂ実績値 410 431 416

達成率 97.8% 91.6%

目標値 401 395 389 383 372 以下

93.5%

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1

A実績値 0.8

H
2
9

実
績
等

補助制度の要綱素案を策定をし、創設に向けた検討・所要の手続きを予定どおり進
めることができた。

H
3
0

目
標
等

・補助制度の創設
・事業者への補助実施

H
2
9

実
績
等

・基金積立額が55,663,344円となったが、利子収入等が少なかったため、目標
額に達しなかった。
・電気自動車30台、燃料電池自動車9台の購入実績となり、概ね目標どおり実施
できた。

0.9 1.0

達成率 114.3% 112.5% 111.1%

H
3
0

目
標
等

・基金積立額：5,720万円
・電気自動車･燃料電池自動車の購入奨励台数：50台・10台
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(3) （再掲）再生可能エネルギー等導入促進事業

所管局ヒアリング事項

★指摘事項・2次評価案

・水素供給設備整備補助事業の具体的な補助内容はどのようなものになったのか。
→市内に、商用を目的とする定置式の水素供給設備を新設する事業に対して、補助対象経費
から経済産業省補助金交付額等を差し引いた金額（上限２，０００万円）

2次評価案

Ｂ

（参考）1次評価

Ｂ

H
2
9

実
績
等

・太陽光発電システム等の補助件数が351件あったが、買取価格の下落等の影響
により目標の５００件に達しなかった。
・メガソーラーを活用した環境教育等を実施し、平成29年度見学者数274人、
事業開始からの累計数2,122人となり、啓発目標を達成した。

H
3
0

目
標
等

・補助件数500件（太陽光発電システム等（太陽熱を含む））
・メガソーラーを活用した環境教育等の実施（見学者：月20人以上）

・火力発電への依存度が高まっているなか、企業や市民への取組により、
温室効果ガスの総排出量が、前年度比に対して３．5％減少したことは評
価できる。しかし、目標値にはまだ達していないため、更なる減少への取
組を検討されたい。
・太陽光発電設備が国や県の補助対象でなくなったことや、再生可能エネ
ルギーの買取価格の下落などがあるなかで、再生可能エネルギーの利用促
進を進めるためには、再生可能エネルギーの活用についての普及啓発のほ
か、相模原市のもつ自然資源を生かした木質バイオマス発電事業など、地
域内経済循環を基本としたエネルギー構想を検討されたい。
・水素供給設備整備補助事業については、燃料電池自動車の普及啓発のほ
か民間事業者の誘致を引き続き推進していき、燃料電池自動車の普及促進
につなげられたい。
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施策26　資源循環型社会の形成 （2次評価）

Ⅲ
12
Ⅲ

施策推進のための経費【単位：千円】

取組の方向ごとの指標・事業
1 ごみを出さない環境の形成

○指標
【成果指標48（総合戦略指標46）】
　市民１人１日あたりの家庭ごみ排出量 (単位：ｇ)

基準値
（H18）

631

【成果指標50】
　ごみ総排出量 (単位：ｔ)

基準値
（H18）

272,000

【業績評価指標26-１】
　街頭PRによる周知人数、講座等啓発活動参加人数 (単位：人)

基準値
（H24・25平均）

33,000

基本目標 やすらぎと潤いがあふれる環境共生都市
政策の基本方向 限りある資源を大切にする循環型社会をつくります
総合戦略の基本目標 定住促進、安全で安心なくらしの確保

事業費 1,765,335 1,806,578 1,800,096 1,911,985 1,897,503

めざす姿
○家庭ごみの排出量が減っている。
○資源のリサイクルが進んでいる。
○ごみの総排出量が減っている。

H25 H26 H27 H28 H29

総事業費 1,871,387 1,920,300 1,897,867 2,026,890 2,009,657

人件費 106,052 113,722 97,771 114,905 112,154

　市民や事業者がごみの問題を自らの問題としてとらえ、ごみを出さない環境づくりに取
り組むため、ごみの発生・排出抑制に向けた減量目標を定めるとともに、具体的なごみ減
量行動へつなげ、目標に対する達成状況の検証と周知を図ります。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

市民１人あたりコスト
2,597 2,656 2,633 2,809 2,783

【単位：円】

B実績値 520.0 506.6 493.7

達成率 97.4% 98.2%

目標値 506.3 (515.7) 497.5 (510.5) 488.7 (505.3) 480 (500)g以下 480 (500)g以下

99.0%

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 229,432 227,251 225,222 223,000 以下 223,000 以下

B実績値 233,237 228,770 227,222

達成率 98.4% 99.3% 99.1%

評価

目標値 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

A実績値 33,662

H27 H28 H29 H30 H31

33,205 34,990

達成率 102.0% 100.6% 106.0%
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【業績評価指標26-２】
　中小事業所の戸別訪問指導件数 (単位：件)

基準値
（H25）

2,936

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 家庭ごみの減量化、資源化推進事業

(2) 事業系ごみの減量化資源化促進事業

(3) 循環型社会普及啓発事業

評価

目標値 3,000 3,050 3,100 3,150 3,200

A実績値 1,873

H27 H28 H29 H30 H31

H
2
9

実
績
等

目標・実績
①市民１人１日当たりの家庭ごみ排出量　493.7ｇ（目標488.7g以下）
②リサイクル率実績20.0％（目標24.6％以上）
評価
・市民１人１日当たりの家庭ごみ排出量は、目標値に対して5.0ｇ超過したもの
の、達成率は前年度と比較して0.8％上回った。
・リサイクル率は前年度実績と比較して0.2％低下し、目標値に対して4.6％下
回った。
・今後、更に家庭ごみの減量化・資源化を推進していく必要がある。

H
3
0

目
標
等

①市民１人１日当りの家庭ごみ排出量（480.0ｇ以下）
②リサイクル率（25.0％以上）

H
2
9

実
績
等

・H29 搬入量 56,491t
 (Ｈ30目標 44,600ｔ以下　H28実績 54,379t)
・中小事業所の戸別訪問指導　3,177件（前年度比777件増）
　平成２９年度は、地区別訪問指導に重点を置いて指導を行ったことにより、集中
的かつ効率的な訪問指導が実施できたため指導件数が増加した。
・啓発用ガイドラインを作成し、市処理施設及び商工会議所等に配架依頼し、事業
者に配布した。（事業系ごみの減量化・資源化と適正処理ガイドライン3,500部）

2,400 3,177

達成率 62.4% 78.7% 102.5%

H
3
0

目
標
等

・事業系一般廃棄物
平成30年度目標(44,600ｔ以下）に向け取り組む

H
2
9

実
績
等

・相模原ごみＤＥ７１大作戦
　実施回数 329回
　参加人数 34,990人（目標33,000人以上）
・相模原ごみＤ７１大作戦において小学校４年生を対象に出前講座を行うなど、目
標参加人数を上回ることが出来た。
　今後も引き続き、家庭ごみの減量化・資源化を推進していく必要がある。

H
3
0

目
標
等

相模原ごみＤＥ７１大作戦啓発活動参加人数（33,000人以上）
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2 リサイクルの促進

○指標
【成果指標49】
　リサイクル率 (単位：％)

基準値
（H18）

18.1

【業績評価指標26-１（再掲）】
　街頭PRによる周知人数、講座等啓発活動参加人数 (単位：人)

基準値
（H24・25平均）

33,000

【業績評価指標26-２（再掲）】
　中小事業所の戸別訪問指導件数 (単位：件)

基準値
（H25）

2,936

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 家庭ごみの減量化、資源化推進事業（再掲）

(2) 事業系ごみの減量化資源化促進事業（再掲）

　限りある資源を有効に活用するため、資源分別回収、集団資源回収の拡充や事業系ごみ
の資源化を一層促進するほか、バイオマス利活用の動向等を踏まえ、剪定枝や生ごみなど
の新たな資源化促進策を検討するなど、リサイクルシステムの構築を図ります。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

B実績値 19.8 20.2 20.0

達成率 86.1% 85.2%

目標値 23.0 23.7 24.6 25.0 %以上 25.0 %以上

81.3%

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000

A実績値 33,662 33,205 34,990

達成率 102.0% 100.6% 106.0%

評価

目標値 3,000 3,050 3,100 3,150 3,200

A実績値 1,873

H27 H28 H29 H30 H31

H
2
9

実
績
等

目標・実績
①市民１人１日当たりの家庭ごみ排出量　493.7ｇ（目標488.7g以下）
②リサイクル率実績20.0％（目標24.6％以上）
評価
・市民１人１日当たりの家庭ごみ排出量は、目標値に対して5.0ｇ超過したもの
の、達成率は前年度と比較して0.8％上回った。
・リサイクル率は前年度実績と比較して0.2％低下し、目標値に対して4.6％下
回った。
・今後、更に家庭ごみの減量化・資源化を推進していく必要がある。

H
3
0

目
標
等

①市民１人１日当りの家庭ごみ排出量（480.0ｇ以下）
②リサイクル率（25.0％以上）

H
2
9

実
績
等

・H29 搬入量 56,491t
 (Ｈ30目標 44,600ｔ以下　H28実績 54,379t)
・中小事業所の戸別訪問指導　3,177件（前年度比777件増）
　平成２９年度は、地区別訪問指導に重点を置いて指導を行ったことにより、集中
的かつ効率的な訪問指導が実施できたため指導件数が増加した。
・啓発用ガイドラインを作成し、市処理施設及び商工会議所等に配架依頼し、事業
者に配布した。（事業系ごみの減量化・資源化と適正処理ガイドライン3,500部）

2,400 3,177

達成率 62.4% 78.7% 102.5%
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(3) 循環型社会普及啓発事業（再掲）

所管局ヒアリング事項

★指摘事項・2次評価案

・容器回収量の減少の要因として、ペットボトル等の軽量化された容器への移行を要因とし
てあげているが、根拠は何か。
⇒経年的な資源の回収量を見ると、ビン類やかん類の回収量に減少傾向が見られる。一方
で、ペットボトル1つ当たりの重量は減少傾向にある中で、ペットボトルの回収量は横ばい
となっている。
　以上より、容器包装の性状の変化が、外的要因としてリサイクル率の向上に影響している
ものと考えられる。

・ごみの減量化は、最終処分場の延命化の視点においても重要な取組であ
る。一般ごみ収集運搬体制の変更は、家庭ごみの減量化に一定の効果が
あったものと認められるが、今後、家庭ごみの減量化が図られない場合
は、家庭ごみの有料化制度の導入についても議論していく必要がある。
・リサイクル率の低下については、要因として回収重量の低下を挙げてい
るが、一方で組成分析調査では、30％の資源が含まれているとしている。
一層の啓発に取組むとともに新しい工夫による市民への啓発方法を検討さ
れたい。
・中小事業者への訪問指導件数は増加しているにもかかわらず、事業系一
般廃棄物の排出量も増加している。より効果的な指導啓発について検討さ
れたい。

2次評価案

A

（参考）1次評価

Ａ

H
3
0

目
標
等

・事業系一般廃棄物
平成30年度目標(44,600ｔ以下）に向け取り組む

H
2
9

実
績
等

・相模原ごみＤＥ７１大作戦
　実施回数 329回
　参加人数 34,990人（目標33,000人以上）
・相模原ごみＤ７１大作戦において小学校４年生を対象に出前講座を行うなど、目
標参加人数を上回ることが出来た。
　今後も引き続き、家庭ごみの減量化・資源化を推進していく必要がある。

H
3
0

目
標
等

相模原ごみＤＥ７１大作戦啓発活動参加人数（33,000人以上）
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施策27　廃棄物の適正処理の推進 （2次評価）

Ⅲ
12
Ⅲ

施策推進のための経費【単位：千円】

取組の方向ごとの指標・事業
1 ごみ処理体制の整備

○指標
【成果指標51（総合戦略指標47）】

(単位：％)
基準値

（H20）
100.0

【業績評価指標27-１】
　一般ごみ収集運搬業務の民間委託割合 (単位：％)

基準値
（H28）

30

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 廃棄物処理施設の整備

めざす姿 ○廃棄物が適正に処理されている。

H25 H26 H27 H28 H29

基本目標 やすらぎと潤いがあふれる環境共生都市
政策の基本方向 限りある資源を大切にする循環型社会をつくります
総合戦略の基本目標 定住促進、安全で安心なくらしの確保

人件費 122,183 154,847 132,752 150,174 121,435

事業費 592,880 971,379 472,553 682,325 183,307

市民１人あたりコスト
992 1,558 840 1,154 422

【単位：円】

総事業費 715,063 1,126,226 605,305 832,499 304,742

　将来を見通した廃棄物処理施設の計画的な整備を図るとともに、社会経済情勢や時代の
変化に伴い新たに求められる資源化施設などの整備を進めます。
  また、施設の管理運営や収集運搬業務の民間委託化を進めるなど、より効率的な収集運
搬処分体制を整備します。

　市内で発生するごみが、市焼却施設及び最終処分場で処理される割合（家庭ごみ）

H27 H28 H29 H30 H31 評価

A実績値 100.0 100.0 100.0

達成率 100.0% 100.0%

目標値 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

100.0%

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 30 30 50

A実績値

H
2
9

実
績
等

①旧南清掃工場解体跡地に整備した南部粗大ごみ受入施設の車両待機スペースを確
保するため、外構修繕を実施した。
②北清掃工場基幹的設備等改良工事に着手した。
③次期一般廃棄物最終処分場の整備に向けた検討作業を進めた。

H
3
0

目
標
等

①次期一般廃棄物最終処分場の整備に向けた検討を進める。
②北清掃工場基幹的設備等改良工事の実施

30

達成率 100.0%
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(2) 一般ごみ収集業務の民間委託化の推進

2 不法投棄の防止対策の充実

○指標
【成果指標52】

(単位：％)
基準値

（H20）
62.9

【業績評価指標27-２】
　不法投棄撲滅キャンペーン参加人数 (単位：人)

基準値
（H24・25平均）

88

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 美化推進・不法投棄防止対策事業

H
2
9

実
績
等

・第３次、第４次民間委託エリア及び実施時期について検討を行った。
・既存委託エリアの収集を着実に実施した。
・民間委託拡大の時期を平成３１年１０月にすることとした。

H
3
0

目
標
等

平成３１年１０月委託実施に向けた具体的な取り組みを行う。

　ごみの不法投棄が多発する箇所への監視カメラの設置や監視パトロールの充実、不法投
棄防止活動に取り組む市民団体に対する支援の実施など、地域と連携した不法投棄防止対
策を進めるほか、たばこの吸殻等のポイ捨てや路上喫煙対策のさらなる充実を図ります。

　ポイ捨て、不法投棄を防止し、まちの美観が保たれていると感じる市民の割合

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 69.0 70.0 71.0 72.0 73.0

A実績値 71.7 72.7 76.2

達成率 103.9% 103.9% 107.3%

評価

目標値 100 100 100 100 100

-実績値 108

H27 H28 H29 H30 H31

111 -

達成率 108.0% 111.0% -

H
2
9

実
績
等

・不法投棄回収量
　（H28） 185t ⇒ （H29） 127t
・監視カメラ60台による監視を実施
・地域清掃用ごみ袋作成及び配送業務委託
・まち美化キャンペーン（市内駅前9ヶ所）参加者合計371名、啓発品配布合計
5,584セット
・空き缶等散乱防止重点地区街美化アダプト制度実施団体　6団体
・嘱託職員及び正規職員による不適正処理監視指導パトロールを延べ230回実施
した。
・再任用職員による不法投棄防止パトロールを延べ244回実施した。
・市民団体14団体と不法投棄防止パートナーシップ協定を締結し、市民と協働に
よる不法投棄防止対策を実施した。
・不法投棄防止啓発看板（Ａ３サイズ）を掲示を希望する申請者（市民・業者等）
に配布した。

H
3
0

目
標
等

不法投棄を防止し、良好な生活環境を確保するため、不法投棄多発箇所の重点的な
パトロールの実施や監視カメラによる監視を継続して行う。
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所管局ヒアリング事項

★指摘事項・2次評価案

・普及啓発に関し平成２９年度新たに実施した取組は何か
⇒これまでは、行政が主体と成ってきれいなまちづくりの日キャンペーンを実施してきた
が、平成２９年度は加えて地域が主体となって新たに小田急相模原駅、相模湖駅、藤野駅で
実施した。

・廃棄物の処理に当たっては、持続可能な適正処理の確保に向けた安定
的・効率施 設整備及び運営が必要であり、計画的な検討・整備を行ってい
ることは、評価できる。今後の施設整備に当たっては、清掃工場における
発電効率を高めるような整備を行うなど、より環境へ配慮できる施設を検
討されたい。
・不法投棄の撲滅には、安易にポイ捨て等がされない様な社会形成・市民
の意識作りが必要であり、そのためには、また、市民の協働が不可欠であ
る。その中で、多様な啓発及び協働を行うことは評価できる。
・各指標は目標を達成しており評価できる。今後は、市民がより自発的に
美化運動を進められるなど、事業の効率化に向けた取組を進められたい。

2次評価案

A

（参考）1次評価

A
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施策28　水源環境の保全・再生 （2次評価）

Ⅲ
13
Ⅲ

施策推進のための経費【単位：千円】

取組の方向ごとの指標・事業
1 森林環境の保全と林業の育成

○指標
【成果指標53（総合戦略指標42）】

(単位：％)
基準値

（H20）
37.5

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 水源の森林づくり事業

(2) 地域水源林保全・再生事業

めざす姿
○市内の湖の水質が良好に保たれている。
○水源かん養機能が向上している。

H25 H26 H27 H28 H29

基本目標 やすらぎと潤いがあふれる環境共生都市
政策の基本方向 恵み豊かな自然環境を守り育てます
総合戦略の基本目標 定住促進、安全で安心なくらしの確保

人件費 154,813 152,148 154,352 155,163 177,176

事業費 1,198,259 1,525,809 1,528,789 1,323,504 1,677,281

市民１人あたりコスト
1,878 2,321 2,335 2,049 2,568

【単位：円】

総事業費 1,353,072 1,677,957 1,683,141 1,478,667 1,854,457

66.9 71.1 75.3 79.5 84.5

　水源地域の森林整備をはじめ、林道の整備や間伐材等の地場産木材の活用方策を広げる
など、林業の活性化に取り組みます。
　また、ごみなどの不法投棄の防止に向けた監視やパトロール活動など、森林環境を守る
ための取り組みを進めるほか、森林の保全・再生の取り組みについて、相模川流域の市町
村との連携や、神奈川県内の水の受益者の理解を得るための方策を講じます。

　管理された森林面積の割合（水源の森林づくり事業）

H27 H28 H29 H30 H31 評価

H
2
9

実
績
等

・施業代行協定を締結し、市が所有者に代わり森林整備を実施できるようになっ
た。
・整備に係る区域測量、林分調査を実施した（実測面積3.52ha）。

H
3
0

目
標
等

整備区域において、間伐や枝落し等を実施する。（1.0ha）

91.6%

H
2
9

実
績
等

・間伐等整備が３６．５８haとなり、目標値を上回って事業を実施した。
・協力協約締結が８．６７haとなり、新規での森林整備要望が少なく、目標値を
下回った。

H
3
0

目
標
等

・間伐等整備３０ha
・協力協約締結１０ha

B実績値 65.3 68.0 69.0

達成率 97.6% 95.6%

目標値

43/60



(3) 市有林整備事業の推進

(4) さがみはら森林ビジョン推進事業

(5) 市民の森整備事業

(6) 市営林道舗装整備事業の推進

(7) 地域水道ビジョン推進事業

H
2
9

実
績
等

市有林の間伐等が１０．７０haとなり、目標値を上回って事業を実施できた。

H
2
9

実
績
等

・ＮＰＯ法人自遊クラブとの協働事業を通じて、活動団体等で構成される（仮称）
相模原市市民の森クラブを発足し、活動プログラムの検討のための会議を３回実施
した。
・ 森林体験や森めぐりなどの活動プログラムを実施し、市民１８名の参加を得
て、自然に対する意識や関心を持ってもらうことができた。

H
3
0

目
標
等

・市民の森基本計画に基づく活動プログラムの検討・モデル事業の実施

H
2
9

実
績
等

・林道整備予定範囲内に崩落箇所があり、整備延長を減じて崩落手前までの整備と
した。

H
3
0

目
標
等

・間伐・枝打等の整備９．０３ha
・植林・下刈等の造林０．９４ha

H
2
9

実
績
等

・さがみはら森林ビジョン審議会において、「さがみはら森林ビジョン実施計画」
の進行管理を実施し、重点事項のうち、毎年度目標を設定して取り組む６事業につ
いて、４事業はA評価、２事業はB評価を得た。
・３回開催された津久井産材利用拡大協議会にオブザーバーとして参加し、円滑な
協議会運営に向けて、協議会開催に係る庶務事務等の支援を行い、産地証明制度を
平成２９年６月から導入することができた。

H
3
0

目
標
等

・森林ビジョン実施計画の進行管理の実施
・津久井産材の利用拡大に向けた協議会の支援

H
3
0

目
標
等

・崩落により整備を一時中止

H
2
9

実
績
等

新和田地区ほか４地区の統合整備工事を実施し、目標どおり実施できた。

H
3
0

目
標
等

・藤野簡易水道の統合整備
1新和田地区（継続）
2竹久保地区（継続）
3大鐘地区（新）
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2 生活排水対策の推進

○指標
【成果指標54】
　市域から津久井湖に流入するチッソ・リンの削減量　（チッソ） (単位：㎏/日)

基準値
（H20）

-

【成果指標54】
　市域から津久井湖に流入するチッソ・リンの削減量　（リン） (単位：㎏/日)

基準値
（H20）

-

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 公共下水道（汚水）・浄化槽の整備

所管局ヒアリング事項

　湖や河川への生活排水による環境負荷の低減を図るため、水源地域における公共下水道
や高度処理型浄化槽の整備などを進めるとともに、適切な生活排水の処理について情報提
供を行います。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

D実績値 101 110 119

達成率 51.3% 51.2%

目標値 197 215 233 251 269

51.1%

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 24 27 29 31 33

D実績値 12.0 13.5 14.7

達成率 50.0% 50.0% 50.7%

H
2
9

実
績
等

・汚水管については9.2ha整備したが、公共下水道については現場条件などによる
工事の繰越しにより、目標値を下回ってしまった。
・市設置浄化槽については130基整備したが、申請件数が目標数に届かなかった
ことにより、目標値を下回ってしまった。

H
3
0

目
標
等

・汚水管整備21.0ha
・浄化槽整備220基

・市域から津久井湖に流入するチッソ・リンの削減量の目標値の設定基準はなにか。
→公共下水と浄化槽の目標整備数で基準を設定している。整備数については、それぞれ、浄
化槽整備計画、下水道整備１０ヵ年計画の中で目標となっている数値を達成するために設定
されている。
・チッソ・リンの実際の計測した数値はどうか。また、チッソ・リンの数値以外の湖の水質
に関する数値はどうか。
→チッソ・リンの数値はここ１０年でほぼ横ばいであり、微減しているが、環境基準には達
していない。それ以外の湖の透明度を測る数値やＢＯＤ（有機物を酸化する際に消費する溶
存酸素量）の数値は環境基準を達成している。なお、津久井湖と同じ類型の湖においての
チッソの削減量達成率は０％である。
・道路境界確定が公共下水道の整備が進まない要因となっているのはどのようなことか。
→公共下水道の整備にあたっては公地で実施するため、民地と公地の境界が確定しないこと
には整備することができない。
・産地証明制度とはなにか
→津久井産材利用拡大協議会が認証する津久井産材認証生産者が、津久井産材であることを
証明する「津久井産材流通確認証」を発行し、以降、流通の全過程において各取引事業者が
署名・捺印することで、津久井産材としての証明を行うもの。
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★指摘事項・2次評価案

・様々な森林整備事業を実施しており、良質な水の安定的な確保に努めて
いることは評価できるが、管理された森林面積の割合の目標値にまだ達し
ていないため、水源の森林づくり事業の周知のほか、森林所有者が整備す
ることによる利益の確保など、現状分析しながら取組をされたい。
・津久井湖に流入するチッソ・リンの削減量については、工事店制度の導
入など民間活力を生かした取組により、数値が増加していることは評価で
きるが、目標値の約５０％しか達成できていないのは課題であるため、目
標値を達成するために、工事店制度の周知とともに、高度処理型浄化槽整
備のメリットについて、対象者に周知するなど、更なる取組をされたい。
・チッソ・リンの削減量の成果指標については、公共下水と浄化槽の目標
整備数で基準を設定しているため、実測値を成果指標に設定するなど、適
切な指標の設定をされたい。

2次評価案

Ｂ

（参考）1次評価

Ｂ
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施策33　地域経済を支える産業基盤の確立 （2次評価）

Ⅲ
15
Ⅰ

施策推進のための経費【単位：千円】

取組の方向ごとの指標・事業
1 ものづくり産業の振興

○指標
【成果指標64】
　製造品出荷額等 (単位：百万円)

基準値
（H19）
1,606,435

【業績評価指標33-１（総合戦略指標２）】
　企業立地に係る事業計画認定数 (単位：件)

基準値
（H25）

7

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1)工業用地の保全・活用事業

796,291 805,571

基本目標 やすらぎと潤いがあふれる環境共生都市
政策の基本方向 地域経済と雇用を支える産業を振興します
総合戦略の基本目標 安定した雇用の確保

人件費 27,320 27,800 27,240 27,720 27,560

めざす姿 ○市内の製造業が振興している。

H25 H26 H27 H28 H29

事業費 1,527,121 943,767 847,286

総事業費 1,554,441 971,567 874,526 824,011 833,131

評価

市民１人あたりコスト
2,157 1,344 1,213 1,142 1,154

【単位：円】

-

　本市の基幹産業である製造業を振興するため、既存工場の操業環境の保全を図るととも
に、新たな産業用地を創出し、企業誘致を進めます。
　また、産業集積の維持・向上を図るため、航空宇宙、再生可能エネルギーや環境などの
先端分野を研究開発する企業のほか、さがみ縦貫道路などの広域的な道路基盤を生かした
物流施設の立地誘導を進めます。

H27 H28 H29 H30 H31

目標値 1,363,600 1,425,200 1,486,800 1,548,400 1,610,000

-実績値 1,179,852 - -

達成率 86.5% -

評価

目標値 10 10 10 10 10

B実績値 10

H27 H28 H29 H30 H31

6 8

達成率 100.0% 60.0% 80.0%

H
2
9

実
績
等

実績
・金原工業団地地区では、地区計画（案）の地権者の合意形成が進み、都市計画決
定の手続きの準備が整った。
・宮下地区では、会議を７回開催し、地区計画（案）を作成した。
評価
・金原工業団地地区は、地権者の合意形成が進み、地区計画導入に向けた取組の加
速化が図られた。
・宮下地区は、会議の開催により地区計画（案）が作成されるなど、地区計画導入
に向けた取組の加速化が図られた。

H
3
0

目
標
等

地区計画導入に向けた会議を引き続き開催し取組を加速化させる。
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(2)企業の立地促進事業

2 産業を支える人材の育成と確保

○指標
【業績評価指標33-２】
　中小製造業技術者育成支援事業等により支援した人数 (単位：人)

基準値
（H25）

111

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1)企業の立地促進事業（再掲）

(2)ものづくり人材の確保・育成事業

H
2
9

実
績
等

企業の本市への立地を支援するさがみはら産業集積促進方策（STEP50）に基づ
く、立地計画を１０件以上認定することを目標とし、８件の立地計画を認定した。
目標件数を達成することはできなかったが、調整中の案件が５件あり、着実に、将
来の本市の産業集積基盤の強化や産業振興に繋がっている。

H
3
0

目
標
等

STEP50（第3期）による市外からの新規立地、市内再投資を含む合計10件以上
の立地計画認定

　関係機関との連携や退職技術者等の活用により、在職者や求職者の教育訓練を進めると
ともに、若者がものづくりに触れる機会を創出するなど、人材の育成と確保に取り組みま
す。

H27 H28 H29 H30 H31 評価

達成率 84.7% 94.6% 96.4%

H
2
9

実
績
等

企業の本市への立地を支援するさがみはら産業集積促進方策（STEP50）に基づ
く、立地計画を１０件以上認定することを目標とし、８件の立地計画を認定した。
目標件数を達成することはできなかったが、調整中の案件が５件あり、着実に、将
来の本市の産業集積基盤の強化や産業振興に繋がっている。

H
3
0

目
標
等

STEP50（第3期）による市外からの新規立地、市内再投資を含む合計10件以上
の立地計画認定

B実績値 94

目標値 111 111 111 111 111

105 107

H
2
9

実
績
等

15社に対し助成し、15社（22人）に対し研修を１回行った。
人材研修費用への助成金交付については、減少傾向にあり（Ｈ28：16社86人→
Ｈ29：15社85人）、研修開催については、増加傾向にある（Ｈ28：12社19人
→Ｈ29：15社22人）

H
3

0
目
標

等 技術に関する専門家派遣及び研修（2回）の実施
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所管局ヒアリング事項

★指摘事項・2次評価案

・製造品出荷額等の過去の推移はどうなっているか。
⇒

・「指標６４　製造品出荷額等」の実績値が空欄となっているが、成果指
標は毎年度評価できるものが必要とされる。成果指標を補完する業績評価
指標に位置付け、新たに成果指標を設定するなど、次期総合計画で検討す
ること。
・企業誘致や人材育成に力を入れていることについては評価できるが、今
後は「安定した雇用」よりも「安定した人材」の確保が重要となる。小学
校におけるプログラミング教育の推進などを通じた他部局との連携によ
り、若者がものづくりに触れる機会の創出に努められたい。
・業績評価指標33-1,33-2ともに目標未達成となっている。調整中の案
件の認定を着実に進めるとともに、新規案件獲得に向けたPR等に努め、事
業所のニーズを的確に把握した支援メニューの検討に努められたい
・地域経済の振興にあたっては、企業誘致のみならず事業者が持続的に経
営できる環境づくりも必要であり、地区計画による保全・活用事業は評価
が出来る。今後は環境・社会とも連携し、統合的向上等も行えるよう検討
されたい。

2次評価案

B

（参考）1次評価

B

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度
1,007,991 1,161,037 1,149,178 1,144,787 1,153,869 1,224,071
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施策36　都市農業の振興 （2次評価）

Ⅲ
15
Ⅰ

施策推進のための経費【単位：千円】

取組の方向ごとの指標・事業
1 農地の保全・活用

○指標
【成果指標68（総合戦略指標６）】
　農用地区域内における耕作地面積の割合 (単位：％)

基準値
（H20）

89.8

【業績評価指標36-１】
　新規就農者の人数 (単位：人/累計)

基準値
（H25）

16

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 担い手育成支援事業

212,655 341,931

基本目標 やすらぎと潤いがあふれる環境共生都市
政策の基本方向 地域経済と雇用を支える産業を振興します
総合戦略の基本目標 安定した雇用の確保

人件費 129,770 139,000 109,340 111,440 111,340

めざす姿
○農地が農地として活用されている。
○農作物が市内で消費されている。

H25 H26 H27 H28 H29

事業費 289,656 465,762 306,023

総事業費 419,426 604,762 415,363 324,095 453,271

評価

市民１人あたりコスト
582 837 576 449 628

【単位：円】

95.3%

　効率的かつ安定的な農業経営を行う農家に対する農地の集積を進めるとともに、退職世
代や企業の農業参入を促進するなど、都市における貴重な緑地空間でもある農地の保全と
活用に向けた取組を進めます。
　また、農道や用水路の整備を進め、農業生産性の向上を図ります。

H27 H28 H29 H30 H31

目標値 96.0 97.0 98.0 99.0 100.0

B実績値 91.6 92.3 93.4

達成率 95.4% 95.2%

評価

目標値 39 49 61 73 85

A実績値 42

H27 H28 H29 H30 H31

56 66

達成率 107.7% 114.3% 108.2%

H
2
9

実
績
等

目標どおり、１０人の新規就農者が市内に就農した。
【地域別内訳】　旧相模原市域：４人、津久井地域：６人
【年齢別内訳】　20～40代：８人、50代～：２人

H
3
0

目
標
等

今後、地域の中心的経営体となることが見込まれる新規就農者数
１０人
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(2) 耕作放棄地の解消事業

(3) 農業生産基盤整備事業

2 市民と農とのふれあいの場の創出と地産地消の推進

○指標
【成果指標69（総合戦略指標７）】
　市内農業生産量 (単位：ｔ)

基準値
（H19）
25,342

【業績評価指標36-２】
　JA農産物直売所の来客者数 (単位：千人)

基準値
（H25）

267

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 農産物直売所等の運営支援などによる「地産地消」の推進

H
2
9

実
績
等

耕作放棄地16aの再生（整備）を行い、新規就農者の経営規模拡大が図られた。

評価

H
3
0

目
標
等

耕作放棄地を利用した新規就農者への経営規模拡大を図り、農村景観の改善に繋げ
る。

H
2
9

実
績
等

農道を54ｍ、水路を99mの整備を行った。目標は下回ったが、農業生産性の向上
に一定の成果をあげることができた。

H
3
0

目
標
等

・農道整備Ｌ=65ｍ
・水路整備L=132m

69.3%

　体験型農園の開設促進、農に関するイベントの開催などにより、市民と「農」とのふれ
あう場や機会を創出します。
　また、市民に新鮮で安全・安心な地場の農畜産物を提供するために、農業関係団体と連
携した直売などの販路の確保、農畜産物のブランド化、学校給食での活用などにより地産
地消の推進を図ります。

H27 H28 H29 H30 H31

目標値 26,860 27,120 27,380 27,640 27,900

C実績値 19,981 20,125 18,975

達成率 74.4% 74.2%

346 337

達成率 120.0% 127.2% 122.5%

評価

目標値 270 272 275 277 279

A実績値 324

H27 H28 H29 H30 H31

H
2
9

実
績
等

直売所2箇所で、地場農産物及びこれらを使用したレシピの紹介、試食等を行い、
市民の地場農産物に対する関心や購入意欲の醸成を図った。また、アンケート調査
を実施し、地場農産物を知らなかった市民にその存在を知ってもらうことができ、
ＰＲイベントの効果があった。

H
3
0

目
標
等

農産物直売所の運営支援などによる「地産地消」の推進
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所管局ヒアリング事項

★指摘事項・2次評価案

・市内農業生産量については、月別の実績をデータ化し、天候や有害鳥獣被害による影響が
ないかを分析することはできないか
→農協会員や自主農家がいる中、現状は個々のデータは集計しておらず、今後の課題として
認識している。
・ＡＩ、ＩＣＴ等の新技術を活用して農業生産効率の向上に取り組む農家の事例はあるか？

→一部のいちご農家において、「環境制御システム
※

」を利用した総合的な施設のデータ管
理を導入している。また、鶏舎内の自動システム化による飼養管理、飼養環境の改善及び生
産効率の向上による生産量の増加、労働負担の軽減を図るため、市畜産振興協会や畜産農家
等で構成された「相模原市たまご街道クラスター協議会」を設置し、計画のもとで高度衛生
管理鶏舎の整備を進めている。
※環境制御システム：ハウス内の温度、湿度、ＣＯ２濃度などをセンサーで検地し、ＰＣ，
スマートフォンなどで確認ができ、その情報をもとに遠隔操作による機器操作が可能

・営農者の更なる高齢化の進行や耕作放棄地の増加を見据え、新規就農者
の拡大の取組と併せ、新技術を活用した農業生産性の向上に向け、ＪＡや
民間企業との協働による研究や取組を、より一層、スピード感を持って進
められたい。
・耕作放棄地の解消や農業生産量の拡大、生産者の所得向上に向け、６次
産業化のさらなる促進が図られるよう具体的な方策を検討されたい。
・直売所のＰＲは様々な場面で取り組まれているが、市広報は基本的に新
聞購読していない世帯には配布されず、また、ネット環境の普及により新
聞購読者が減少している現状があることや、市ＨＰは知りたい目的があっ
て閲覧するため、目的が合致しないと、市民が知るきっかけにはなりにく
いことから、まずは市民が知るきっかけづくりの充実について検討された
い。
・農畜産物のブランディングを進めるため、ＳＮＳを活用した新鮮な農作
物の情報発信や、農作物の包装ラベルにＱＲコードを付け、そこから生産
者ＨＰへ案内し魅力をＰＲするなど、生産者と消費者とを直接結びつけ、
農業生産量を高める方策を検討されたい。

2次評価案

B

（参考）1次評価

B
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施策44　魅力ある景観の保全と創造 （2次評価）

Ⅳ
19
Ⅲ

施策推進のための経費【単位：千円】

取組の方向ごとの指標・事業
1 地域特性を生かした景観の形成

○指標
【成果指標81】
　市街地の景観が良好に保たれてると感じる市民の割合 (単位：％)

基準値
（H20）

72.6

【業績評価指標44-１（総合戦略指標53）】
　接道緑化の延長距離 (単位：ｍ)

基準値
（H25）

5,071

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 都市デザイン推進事業

2 身近な景観の形成

4,534 11,136

基本目標 活力にあふれ多様な交流が生まれる広域交流拠点都市
政策の基本方向 魅力ある景観やゆとりある住環境の形成を図ります
総合戦略の基本目標 定住促進、安全で安心なくらしの確保

人件費 34,240 34,500 34,240 33,617 33,392

めざす姿 ○魅力ある景観が形成されている。

H25 H26 H27 H28 H29

事業費 1,960 2,900 2,463

総事業費 36,200 37,400 36,703 38,151 44,528

H31 評価

市民１人あたりコスト
50 52 51 53 62

【単位：円】

　特徴のある景観が形成された地域やそれぞれの地域を特徴づける骨格的要素を生かし、
個性を高める景観づくりを進めていくとともに、地域の顔となる景観拠点や地域をネット
ワークする景観軸などの形成を進めます。

H27 H28 H29 H30

達成率 104.3% 104.0%

目標値 76.0 77.0 78.0 79.0

Ａ実績値 79.3 80.1 81.0

8,000 9,000 10,000 11,000

Ａ実績値 7,562 8,610 9,370

80.0

103.8%

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 7,000

達成率 108.0% 107.6% 104.1%

H
2
9

実
績
等

①景観形成重点地区の指定に向けた市民アンケートの実施や、景観整備機構の指定
に向けた規則改正等を実施したが、目標としていた１件の指定までは至らなかっ
た。
②開発に伴う接道緑化の延長距離：1,000ｍを見込んでいたが、760ｍに留まっ
た。（例年に比べ、大規模な開発事業が少なかったため）

H
3
0

目
標
等

① 景観形成重点地区等の指定等：１件
② 開発に伴う接道緑化の延長距離：1,000ｍ

　土地利用などによるまとまりのある景観や地域の個性を生かした景観の形成を進めると
ともに、自然やまちなみと調和した色彩景観や秩序ある広告物の掲出による景観の形成を
進めます。
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○指標
【成果指標81】
　市街地の景観が良好に保たれてると感じる市民の割合（再掲） (単位：％)

基準値
（H20）

72.6

【業績評価指標44-１（総合戦略指標53）】
　接道緑化の延長距離（再掲） (単位：ｍ)

基準値
（H25）

5,071

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 都市デザイン推進事業（再掲）

3 心を豊かにする景観の形成

○指標
【成果指標82（総合戦略指標54）】
　自然的な景観が良好に保たれていると感じている市民の割合 (単位：％)

基準値
（H20）

87.7

【業績評価指標44-１（総合戦略指標53）】
　接道緑化の延長距離（再掲） (単位：ｍ)

基準値
（H25）

5,071

評価H27 H28 H29 H30 H31

Ａ実績値

目標値 76.0 77.0 78.0 79.0 80.0

79.3 80.1 81.0

達成率 104.3% 104.0% 103.8%

H27 H28 H29 H30 H31

達成率 108.0% 107.6% 104.1%

実績値 7,562 8,610 9,370

目標値 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000

H28 H29 H30 H31 評価

評価

Ａ

Ａ実績値

H
2
9

実
績
等

①景観形成重点地区の指定に向けた市民アンケートの実施や、景観整備機構の指定
に向けた規則改正等を実施したが、目標としていた１件の指定までは至らなかっ
た。
②開発に伴う接道緑化の延長距離：1,000ｍを見込んでいたが、760ｍに留まっ
た。（例年に比べ、大規模な開発事業が少なかったため）

H
3
0

目
標
等

① 景観形成重点地区等の指定等：１件
② 開発に伴う接道緑化の延長距離：1,000ｍ

　歴史や文化を生かした景観や生態系に配慮した環境にやさしい景観の形成を進めるとと
もに、眺望の場の保全、整備など、人々の心を豊かにする景観にふれあうことのできる場
の創出を進めます。

H27

目標値 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

94.0 95.1 94.3

達成率 104.4% 105.7% 104.8%

H27 H28 H29 H30 H31

達成率 108.0% 107.6% 104.1%

実績値 7,562 8,610 9,370

目標値 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000

評価

Ａ
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○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 都市デザイン推進事業（再掲）

4 市民とともに進める景観の形成

○指標
【成果指標82（総合戦略指標54）】
　自然的な景観が良好に保たれていると感じている市民の割合（再掲） (単位：％)

基準値
（H20）

87.7

【業績評価指標44-１（総合戦略指標53）】
　接道緑化の延長距離（再掲） (単位：ｍ)

基準値
（H25）

5,071

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 都市デザイン推進事業（再掲）

H28 H29 H30 H31 評価

Ａ実績値

H
2
9

実
績
等

①景観形成重点地区の指定に向けた市民アンケートの実施や、景観整備機構の指定
に向けた規則改正等を実施したが、目標としていた１件の指定までは至らなかっ
た。
②開発に伴う接道緑化の延長距離：1,000ｍを見込んでいたが、760ｍに留まっ
た。（例年に比べ、大規模な開発事業が少なかったため）

H
3
0

目
標
等

① 景観形成重点地区等の指定等：１件
② 開発に伴う接道緑化の延長距離：1,000ｍ

　市民と行政が景観形成の目的や意識を共有するとともに、景観づくりへの関心を高める
ための普及啓発を進めます。

H27

目標値 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

94.0 95.1 94.3

達成率 104.4% 105.7% 104.8%

H27 H28 H29 H30 H31

8,610 9,370

達成率 108.0% 107.6% 104.1%

評価

目標値 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000

Ａ実績値 7,562

H
2
9

実
績
等

①景観形成重点地区の指定に向けた市民アンケートの実施や、景観整備機構の指定
に向けた規則改正等を実施したが、目標としていた１件の指定までは至らなかっ
た。
②開発に伴う接道緑化の延長距離：1,000ｍを見込んでいたが、760ｍに留まっ
た。（例年に比べ、大規模な開発事業が少なかったため）

H
3
0

目
標
等

① 景観形成重点地区等の指定等：１件
② 開発に伴う接道緑化の延長距離：1,000ｍ
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所管局ヒアリング事項

★指摘事項・2次評価案

・「都市デザイン推進事業」の指標・目標の設定根拠は
→景観形成重点地区等は、景観整備機構の指定や景観協定の認可等を想定して設定したも
の。
→接道緑化の延長距離は、過去の大規模開発事業の実績を踏まえて設定したもの。

・屋外公告物規制区域図の市ＨＰ上での提供に係る市民、事業者等への周知方法は
→9月の屋外広告物適正化旬間（9/1～10）に合わせて、市民や事業者へ周知を行う

・都市デザインアドバイザー派遣が、公共事業における良好な景観の形成にどのように寄与
するのか
→良好な景観形成に向けた専門的見地からの助言が事業実施前に行えるため、それを踏まえ
た掲示物等を作成・掲示することができ、その結果、良好な景観の形成が図られている。

・指標82については、複数年継続して目標値を達成している状況にあるこ
とから、これに満足せず、適切な目標値の設定について検討し、取組を推
進されたい。
・「施策を構成する主な事業」の「指標・目標」の設定に当たっては、受
動的な要因により達成度が左右されないような指標の設定を検討された
い。
・屋外公告物規制区域図がＨＰ上で閲覧できることとなったことは、市
民、事業者が窓口まで出向く、もしくは電話により確認する手間を削減す
ることができるとともに、市の事務的負担の軽減にも寄与することから、
その効果が早期に発現されるよう、屋外広告物適正化旬間を待たず、早期
に周知を図られたい。
・施策の「めざす姿」である魅力ある景観の形成に向けては、景観に対す
る市民の理解や意識の醸成も図っていく必要がある。市内や近隣市に存在
する美術系・デザイン系の大学と連携を図り、地域の景観デザインを公募
し、地域とともにその実現に取り組むプロジェクトの実施等の取組につい
て検討されたい。

2次評価案

A

（参考）1次評価

A
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施策48　皆で担うまちづくりの推進 （2次評価）

Ⅴ
21
Ⅲ

施策推進のための経費【単位：千円】

取組の方向ごとの指標・事業
1 地域活動の促進

○指標
【成果指標87（総合戦略指標58）】
　地域活動への参加率 (単位：％)

基準値
（H20）

30.4

【業績評価指標48-１】
　街美化アダプト制度の実施団体数 (単位：ｍ)

基準値
（H25）

445

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 地域活動促進事業

409,070 391,878

基本目標 市民とともに創る自立分権都市
政策の基本方向 個性豊かな地域コミュニケーションをつくります
総合戦略の基本目標 定住促進、安全で安心なくらしの確保

人件費 87,834 81,732 79,813 81,497 81,026

めざす姿
○地域団体（地縁団体）が活発に活動できている。
○市民活動団体が活発に活動できている。

H25 H26 H27 H28 H29

事業費 230,005 382,557 388,513

総事業費 317,839 464,289 468,326 490,567 472,904

H31 評価

市民１人あたりコスト
441 642 650 680 655

【単位：円】

　地域生活における課題の解決など、公益的な役割を担う自治会をはじめ、地域のまちづ
くり活動を行う団体を積極的に支援します。

H27 H28 H29 H30

達成率 81.1% 84.0%

目標値 35.0 35.6 36.2 36.8

Ｃ実績値 28.4 29.9 27.9

491 503 515 527

Ｂ実績値 457 473 494

37.4

77.1%

達成率 95.4% 96.3% 98.2%

H27 H28 H29 H30 H31 評価

目標値 479

H
2
9

実
績
等

①市民桜まつりなど各種イベントでの促進活動や重点キャンペーンの実施、不動産
団体加盟店舗での自治会チラシの配布等など自治会への7加入促進活動を実施し
た。
②市自治会加入推進協議会での意見を踏まえ、自治会加入促進策として自治会費を
ホームページに掲載することとした。
③自治会集会所建設補助金について、財産処分の制限及び太陽光発電システム補助
要領の見直しを行った
自治会等集会所建設費補助金の交付　14件
④地域活性化事業交付金　　交付件数　134件　計43,872千円

積極的な自治会加入促進活動が図られたが、加入世帯数の増加に結びついていない
ことから、従来の取り組みに加え、今後は会員専用割引や地域活動へのポイント付
与など、加入や活動参加のメリットの充実に協働で取り組む必要がある。
地域活動の場の確保や住民による自主的な課題解決が図られた。
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2 ＮＰＯなどの市民活動の促進

○指標
【成果指標89】
　市内のＮＰＯ法人数 (単位：％)

基準値
（H20）

166

【業績評価指標48-２】
　さがみはら市民活動サポートセンターの利用登録団体数 (単位：ｍ)

基準値
（H25）

336

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) さがみはら市民活動サポートセンター事業

(2) ＮＰＯ法人の設立認証等に向けた支援

3 様々なまちづくりの担い手の連携促進

H28 H29 H30 H31

H
3
0

目
標
等

①市自治会加入推進協議会により促進策を検討し、実施する。
②不動産関係団体と連携し、自治会加入促進に取組む。
③自治会集会所建設補助金制度の見直し
④地域活性化事業交付金の交付や地域活動へのポイント付与などによる地域活動団
体の活動支援

　各分野で専門性の高い活動に取り組むＮＰＯなどの活動を支援します。

Ａ実績値 253 262 273

達成率 110.0%

目標値 230 240 250

評価H27

260 270

H27 H28 H29 H30 H31 評価

109.2% 109.2%

目標値 368 384 400 416 432

Ｂ実績値 360 376 383

達成率 97.8% 97.9% 95.8%

H
2
9

実
績
等

①よろず相談会、市民活動基盤強化講座（はじめの一歩講座）に続き、中央区のみ
で実施していた市民活動活性化講座（助成金講座）を３区で開催した。
②運営団体との定例会議の実施（４回）
③スタッフのスキルアップ研修を毎月実施

新たなセンター事業実施に向けて、人材育成が図られたことにより、中央区のみで
実施していた講座を３区で開催することができ、各区のＮＰＯ団体に対する活動支
援の強化に繋がった。

H
3
0

目
標
等

①センター事業が全区で行える運営体制づくりを引き続き検討する。
②新たな事業実施場所の選定及び運営のあり方に係る検討を行う。
③ＮＰＯ法人の設立やマネジメント力向上のための支援を行うほか、認定制度や指
定制度の普及を図る。

H
2
9

実
績
等

NPO法人への寄附による税額控除に関する条例の周知のため広報等を活用すると
ともに、リーフレット等を作成・配布したことにより、新規設立認証12件と目標
を達成することができ、市民活動に積極的に参加する市民の増加、市民活動の活発
化につながった。

H
3
0

目
標
等

①ＮＰＯ法人へ届出等の事務手続きについて周知及び啓発活動を行う
②新規設立認証10件

　大学や企業などを含め、地域に関係するあらゆる団体や個人が、その特性を生かしてま
ちづくりの輪に参加し、様々な活動に取り組むことができるよう、担い手どうしの連携を
支援します。
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○指標
【成果指標88（総合戦略指標59）】
　市民活動への参加率 (単位：％)

基準値
（H28）

32.5

【業績評価指標48-３】
　地域活動・市民活動ボランティア認定制度における活動認定者数 (単位：ｍ)

基準値
（H25）

0

○施策を構成する主な事業の取組結果
(1) 協働事業提案制度

(2) 市民活動推進事業

H30 H31 評価

94.9%

H27 H28 H29

目標値 14.6 32.5 (15.0) 33.3 (15.4) 34.1 (15.8) 34.9 (16.1)

Ｂ実績値 30.0 32.5 32

達成率 205.5% 100.0%

評価

目標値 20 45 80 125 180

Ａ実績値 22

H27 H28 H29 H30 H31

51 120

達成率 110.0% 113.3% 150.0%

H
2
9

実
績
等

新規４件、継続７件の事業化を決定し、昨年度９件だった応募が１３件に増加した
が、成案化率３割１分と目標は達成できなかった。このため制度の見直しを行い、
次年度から事前相談を実施することにより、提案書提出前に提案内容の概要を把握
し、関係課への事前の情報提供、課題把握を行い、事業実施に向けた課題を提案団
体にフィードバックすることで、成案化率の改善を図る。

H
3
0

目
標
等

①協働事業提案制度による提案が、協議審査を経て成案化する率を５割とする。
②事業の成果を引続き検証し、より良い制度運用のため、適宜見直しを行う。

H
2
9

実
績
等

①市民協働推進審議会（２回）、市民協働推進会議（４回）を開催した。
②「さがみはら地域づくり大学」事業を実施し、地域活動や市民活動を担う人材の
育成に取り組んだ。
　講座実施数１５講座（基礎コース、応用コース及び専門講座）
　受講者55名、コース修了者10名
③協働マニュアルの策定に向けた取組に着手した。（平成３０年度に完成予定）

H
3
0

目
標
等

①市民協働推進基本計画の進行管理、総合評価及び見直しを行う。
②市民協働推進大学事業（さがみはら地域づくり大学）の充実を図る。
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(3) 市民・大学交流センターの運営

所管局ヒアリング事項

★指摘事項・2次評価案

H
2
9

実
績
等

①施設稼働率 が69.1％と前年の68.5％から向上し、施設稼働率は年々増加傾向
にあるが、部屋によっては低いものあるため、更なる稼働率向上を図る必要があ
る。
②オーサーズカフェ（身近な話題をテーマにしたオープンセミナー）の開催 24回
③市民・大学活動フェスタ 1回　④地域活動・市民活動の課題抽出 78件
⑤橋渡し件数は20件と目標を達成することができた。
成果：3大学の大学生が団地に居住しながら様々な地域活動を行う「団地活性サ
ポーター制度」他
⑥市民・大学交流センターの活性化に向けた取組の方向性を検討するためにサウン
ディング型市場調査の実施した

市民・大学交流センターにより地域活動や市民活動を担う人材の育成が図られた。

H
3
0

目
標
等

①地域活動や市民活動を行う市民と大学との橋渡しを強化するとともに、施設稼働
率の向上を図る。
②市民・大学交流センターの活性化に向けた取組の方向性に基づき、具体的な内容
を検討する。

・地域づくり大学受講生のその後の支援や活動状況について把握しているか
⇒コース修了者の内、希望者については、コーディネーターズ・サークルに登録いただき、
年数回の交流会を開催し情報提供・共有やその後の活動状況などをお伺いするなど修了後も
引き続き支援を行っている。

・指標８７「地域活動への参加率」及び指標８８「市民活動への参加率」
ともに実績値が低下しており、目標を達成していない。「機会があれば参
加したい」という潜在的なニーズを踏まえ、必要な情報の発信のみなら
ず、他部局とも連携しながら、活動の機会の創出に努められたい
・さがみはら地域づくり大学については、同じく学びの場として実施して
いるあじさい大学や市民大学との統合や連携について検討されたい。
・協働事業提案制度は、市民と行政が協働して課題解決を図る取組である
といった点において評価できるが、採択された事業の３年間の制度適用後
において、引き続き協働で行うべきか、市の委託事業とすべきか、市民が
単独で行うべきかといった整理を、今後の制度見直しの中で、十分協議さ
れたい

2次評価案

B

（参考）1次評価

B
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